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公正配分の存在に関する考察

北原真木

序論

社会を構成する種々の主体聞においてそれらの利害関係をいかにコーディネートし得る

かが経済体制のパフォーマンスの是非を判断するための最肝要の事柄である コーディネ

ーションの場として挙げられるのが，国家であり，市場である本稿では，コ}ディネー

ションの場としての市場配分機能の限界を規範的に検討するととを論題とする.

さて，配分的正義の規範理論は，平等に関わる規範理論のととであるが，それには無羨

望原理に拠る系統と平等等価原理に拠る系統とがある これら系統は何れも個人の主観的

選好に依拠する 無羨望原理に拠って配分状態の公正さを問う場合，すべての個人が自ら

の配分と他者の配分とを主観的に比較し，自身の配分の方が他者の配分よりも好ましいと

看倣すか否かが基準となる.平等等価原理に拠って配分状態の公正さを問う場合，各個人

の選好において等価な厚生を実現するような均等配分が存在するか否かが基準となる 2 

本稿では無羨望原理に関わる問題を取り扱うこどとする，つまり，純粋交換経済におけ

る市場のメカニズムが稼動する状況下において羨望のない記分状況を実現し得るか否かの

検討が本稿の趣旨である.

JohnRawlsによれば，羨望とは，他主体のー層大きな養を敵意を以って見る性向のこと

である 3羨望は一般的羨望と特殊な羨望とに区分される..一般的羨望とは，各主体関で，

1コーディネーションの場として，国家，市場の他にコミュニティを挙げる論者がいる 例

えば， S.Bowles and H.Gintis(1998). 

2厚生の平等の概念に依拠して分配的正義を論ずる立場に対する批判としてはIR.Dworkin 

による批判がある.Dwol'kin(2000). 

3.Rawls(1971)，邦訳 pp.416'417.

4.Rawls(971)，邦訳 p.416.
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ある共通善(例えば，所得，富)を相対的に少なく獲得する主体が相対的に多く獲得する

主体を羨む場合の羨望を意味する 特殊な羨望とは，ゼロ・サム・ゲ ム的状況下で敗者

が勝者に対して抱く羨み，競争的羨望を意味する

一般的羨望にせよ，特殊な羨望にせよその程度がある程度を超えれば，それら羨望を生

み出す事態を出来せしめる社会経済機構および社会的秩序の在り方にとってそれら羨望の

程度は看過し得ないものになる 一定の社会秩序を招来する社会経済機構がその在り方に

変更を加えなければならない程に無理からぬ羨望が許容限度を超えて引き起されるか否か

が問題なのである.人間の性向，特に善の客観的な不釣り合いに対する人々の嫌悪感に照

らして，羨望を生み出す，資源配分およびその結果としての厚生の分配状況が，社会の秩

序原理の合理的な約定に適っているか否かが問題なのである

I羨望の位置づけ

1.1.パレート最適性概念の問題点

資源配分，所得分配が市場機構を介して実現するというのが，市場機構をその体制的本

質とする資本主義経済の原則である

市場機構を介して実現するある資源配分，所得分配が，経済社会総体の観点からして好

ましいい状況に在るのか，否かの判断基準として般的に用いられてきたのが，パレ ト

(P町 eto)基準である.しかしながら，パレ ト基準に拠る資源配分，あるいは所得分配

的状況に関わる是非の判断の在り方に経済学論理構造上の限界があることは，厚生経済学

の第 1基本定理についてよく知られている事柄である.

2個人・ 2財の純粋交換経済モデルを以って例を掲げるとととする.

個人1の効用関数をlIJx)= XllXI2，個人 2の効用関数をlI，(x)ニ X21X22とする いづれの

効用関数も連続微分可能であるとする.ととで， xîjf立第i(~1，2) 個人の第 j(=1，2)財の消

費量を表記し，E;は第 1財の市場価格を，P，は第2財の市場価格を表記する.個人1の初

期賦与量をωJ9，9)，個人2の初期賦与量をω，(1，1)とする

9 9 p， 傘 9.9P 
競争均衡ピ=(角川;)を求める Xllー+一一， X21=+-iであるから，

2 2 Pl 
.， 

2 2 Pl 

X;I +X;1 = 10から主主二1が決まる.したがって x;=(9グ)，a;工(1，1)となる.
Pl 

当該の初期賦与配分ωは直感的に偏りのある配分であるが，競争均衡もまたωと同様の

内容の配分となっている.つまり，市場機構を介した資源配分再配置も，初期賦与配分状

況に偏りが存在する場合，配分のその偏りを是正するには至らないのである 厚生経済学

の第 1基本定理に拠り，当該の競争均衡はパレ ト最適性を備えている.このことは，パ

レ ト基準が配分の偏りの有無の是非を論ずることが出来ないことを示している.
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1.2.羨裂なき配分の存在

ここでは，羨望なき配分が存在し得ることを 2個人・ 2財の純粋交換経済における数値

例を以って示すこと kする. 配分状況に関して羨望がないとは 2財の場合，

UJXiPλi2)izu，(xJI，λj，)，i "" j，i = 1，2，j = 1，2 のとき，そのときに限るものとして定義

される

ここでの問題は存在問題であるから，ある配分が羨望なき配分であることを示すことと

する

1 .2.1.モデノレ1

齢{(~'判討を考える ことで，X，は第I財の初期賦与量を，X，は第2

財の初期賦与量を表記する.

とのとき，明らかに

X. Xo. .x. x. 
242(」，」)二11，(斗，"':2)，i=1，2

2'2' "2'2 

であるから，当該配分は羨望なき配分である.

1 .2.2モデル2

個人 1と個人 2の効用関数が同型で偏微分可能であるとし，包i=XnX山 i=1，2とする

配分{(X，pX仏 (x'l>'r，，)}が実現可能で羨望なき配分であるためには，

X1ん三X21X22ニ (X，-Xll)(X，-Xl2)

and 

X2IX22 ~Xl1λ12 二 (X， ら)(X， -X，，)

でなければならない

式(1)から

v 

X，~ 2: X.一二主忠12 '= 1"'-2 

X， 
が得られる

(1) 

(2) 

(3) 
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同様にして，式(2)から

X22詮主-4iX21
Xl 

(4) 

が得られる.

したがって，実現可能にして羨望なき配分が存在する領域は，集合

iト何川川pX凶《川x巧~ω州山叶1ロρ」山2)川州)川)I Xl川巧

i 

である

1.2.3.モデル3

第 1 財の初期賦与量をXl • 第 2財の初期賦与量をX2 で表記し，個人 1 の効用関数が

Ulニ X
lI
X12で，個人2の効用関数がU2ニX21+ 2X22であるとする.いづれの効用関数も偏微

分可能であるとする

配分{(X!l'x.ρ，(X21'X22)}が羨望なき配分であるためには，

X"X" ::> X λ 1l-~12 二二白 21"22
(5) 

and 

X21 + 2X22ミXl1
十2、12

でなければならない.

式(5)から

(6) 

λ}232-41dH1 
Xl 

(7) 

式(6)から

出
4+

 

v
叫

l
一2

くニx
 

(8) 

が得られる

式(7)と式(8)との共通領域が存在するのは，次の 2つの場合である すなわち，

Yょう X，_ . 1 .-， 
~ -'-1 ' ........12どX今 and-'-X. + X， ::> x. 
4 2'ι  
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→ iC X，+フY
である場合と直線X1ヲニXヲー-iX11と直線X1')ニー-X11+-L一一.::1.1::が第1象限において

~ 2 
X， 

交わる場合とである.

最初の場合が成り立つのは X，=2X，のときに限るこのとき，直線引2::::X2 与、11ど

X， 

1 ，X，+ウY
直線x門ニ -x" +一一一.....2とは一致する. したがって，この場合，羨望なき配分が存在

“ 2 u 4 

する領域は，第 1象限内の， 直線 X"= X，与λh上の，

X， 
あるいは直線

， X1，今 Y
L ニ -X" 十一一ームよ主の点からなる集合である.

2 u 4 

第2の場合が成り立つのは，連立2元1次方程式が非負の解をもっ場合である.そこで，

当該の 2式を

X2 xl1 + X1.¥'u = X1 X2， 

X，+全X司

λ戸，+2x，司::::.:...:.!.一一一:..:.L
2 

とすることで，当該連立方程式が解をもっための十分条件は

D=IX， X，I手。
2 

であるから，2X2'I'X，・

X， X 
実際，当該交点の座標は， (--31)であるから，当該連立2元 1次方程式の解は非負解

2' 2 

X， X 
となっている.すなわち，配分点(-i，-i)のみが羨望なき配分点となる.

2' 2 

以上の数値伊肋ミら明らかなように，羨望なき配分は特定の条件下でのみ存在するのであ

る
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E 純粋交換経済における均衡

社会を構成する主体関の利害関係をコーディネートする つの場としての市場機構が備

える配分機構に関するパフォーマンスの在り方を羨望なき配分に関して問うことが本稿の

趣旨である.とのととからして，単に羨望なき配分の存在可能性を問うのみではなく，現

実経済の整序様式である市場機構の稼動の成果との整合性を問わなければならない.そこ

で，ここでは，純粋交換経済下での市場機構稼動の成果である，競争均衡の状況を前掲の

モデルについて検討することとする.

II. 1モデル1における競争均衡

当該経済の場合，当該両個人が直面する予算制約条件は，

X. X 
P1Xi¥ +P山壬Pl斗 +P2」，z=l，22 •• 2 

であるから，すべてのi=1，2について同ゐである.

γ 
個人i= 1 ， 2 の限界代替率は• MRS = "i主であるから，当該個人1ニ 1，2の主体的均衡条件

Xil 

l土，

主主 =l!J...，i=l，2
Xu P2 

である.この主体的均衡条件と上述の予算制約等号式とから側人i= 1，2の財 1に関する需

X1 . p， X 
嬰関数を求めると， ."(，ι ー土十一主ーよ.i= 1，2である.

“ 4 Pl 4 . 

I 00 1 X. . .. .~_~.. ~.. .. .x. X 
するど，均衡価格比IP2 I =与で，均衡配分点(叫x毛ら11'X

~Pl) X， ““ 2' 2 

II.2モデル2における競争均衡

ここで，当該 2個人の初期配分を叫 =(ω山由'i2)'iニ1，2とする ただし，

日'lj+田町二Xj，j=1，2であるー

当該経済の場合，当該両個人が直面する予算制約条件は，

P1λCn + P2Xi2 ~ Pl曲'jJ+ P2白山iニ 1，2

γ 
である.個人i= 1 ， 2 の限界代替率は• MRS=~主であるから，個人 i = 1，2の主体的均衡条

Xil 

1牛は，
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主主ニ主人iニ1，2
λil P2 

である，この主体的均衡条件と上述の予算制約等号式とから個人;=1，2の財1に関する需

要関数を求めると.¥""竺止十 P2ωι....I= 1‘2である.
“ 2 2p1 •• 

{η x. x. 
すると，均衡価格比は， I とよ~一一二.:.:Lで，均衡配分点は，

¥P1 ) の112+ω22 X
2 

(X:l>X:2) = (也十三Lω点十三子ωi1)'iニロである
企 2X

2
ん 2X

1

1I .3.モデル3の競争均衡

ここで，当該2個人の初期配分を叫 =(.ωii'ω，，)，;=1，2とする.ただし，

同'!j+酎12j:::::: Xj，jニ1，2である

当該経済の場合，当該両側人が直面する予算制約条件は，

P1λil十 P2Xi2三P¥uJi1+ P2ωb，l二 1，2

である個人1の限界代替率四1 4で 個 人2叩 t替率慨すであるする
γ 

XIl 

X12 p， -rt.+.. 1" /!:r.T J n "，，--+-H--AA-W-11{li~4M.)4- Pl ど，個人1の主体的均衡条件は，一一=ーであり，倒人2の主体的均衡条件は， 一二 で
Xl1 P2 2 P2 

ある.

1 . P2 個人 1の財1に関する需要関数は X" 三一品τ十一一ω"であり，倒人2の財1に関する
2 .. 2P1 .. 

マ也あでnυ 一一x
 

斗
1

。

る

数

な

関
と

要

数

需
関

該

要

当

需の

き

灼ノ

L
L

通

る
3

あ

の

で

次

1
一2

〉

蜘

凶

川

間

関

)
要

l

需

(

(u) 1;:1すで叩き 当 該 需 要 関 数 は 当 該 予帥等号式

PIX21 + P2X22 :::::: Plu21 + P2ω22と合致する.

(ui) I五|く1であるとき，当該需要関数は，区間(盟己P2(j)22，X
1
11こ属する債をもつら1

Ip21 2 P1 
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である.

さて，上記3つのケースの中，有意味であるのは(五)の場合であるから，均衡価格比

(;:]すで均衡配分点は

Itl /il 

(X11J)=(」 +ω，」+」L)
』 ι “ 2 “ 4 2 

1，) f，) 1i1 

(λ21'-、;，)ニ((X1-」L ω'12)'(X，ー」上ー」主))

である.

E 純粋交換経済における公正な配分

ill.1.公正なIie分

4 2 

{定義] 公正な (fair)配分とは， Pareto効率性を充足し，かっ無羨望性を備えるような

記分のことである.

ある配分が J Pareto効率性を充足するべきであるという要請は，次の事柄を含意する

経済の整序様式としての市場機構を以って前提とすることには異論は発生しないであろう ι

外部性，非凸性がない経済環境下で市場機構が十全に機能するならば，純粋交換経済に競

争均衡が存在する.厚生経済学の第一基本定理に拠って，当該の競争均衡は Parto最適性

(効率性)を備えることになる

ある配分が，無羨望性を充足すべきであるという要請は，如何なる主体も如何なる他主

体を羨むことなく当該配分について満足しており，当該配分状態に変更を加えようとする

社会的動機が働く余地が全く無いということを意味する.

つまり，公正な配分とは，初期賦与量が過不足なく使い尽されており，最早何れかの主

体の効用水準を引き下げることなく配分状態に変更を加える余地がなく，主観的にも全て

の主体はその配分状況を満足しており，他主体の当該状況を羨む余地はなく，社会総体か

らして安定した配分状況である.

公正な配分についての定義からして，任意の配分状況は次の 3つの場合に庶分される

( i) Pareto最適性は充足されるが，無羨望性は充足されない場合

との場合，功利主義的意味では有効な配分が達成されるが，配分上の極端な偏りが現わ

れる可能性がある.

(u)無羨望性は充足されるが， Pareto最適性は充足されない場合

との場合，すべての主体において羨望が生ずるととはないが，経済合理性が損なわれる

こ左止なる
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(iii) Pareto最適性と無羨望性共に充足される場合

との場合，客観的均衡，主観的均衡と共に羨望なき状況が実現していることとなる

m.2 公正な~c分の存在例

Iで検討した2個人・ 2財モデルにおける羨望なき配分例と nで検討した2個人・ 2

財モデ、ノレにおける競争均衡配分例とを合わせることで2個人・ 2財モデルにおける公正な

配分例を検討することとする.

m.2.1.モデノレ1の下での公正記分存在の検討

X. X 
当該の競争均衡解は， (山二)ニ(」，」)，izl，2である

". ..' '2' 2 

個人 1において，

111 (X;I' X;2)二 uJx;px;z)

が，個人2において，

142(x;l，x;2)ニ 1ぱxL，xL)

x X， 
が成り立っている.したがって，配分(X

i
'!，X;2)二(ニL，-i)，iz l，2は公正な配分である

'2 2 

国 .2.2.モデル2の下での公正配分存在の検討

X. X 
当該の競争均衡は，(x，，，，<n) = (ー上， "~2 )，i = 1，2である.さて，実現可能にして羨望なきιιμ2  ' 2 

配分の存在領域に当該の結果を代入すると，

X， X X 
X今一一よ，ーよ z ーム二ん

&£122u  

が成り立つから，この場合公正配分が存在することがわかる.

m.2.3.モデル 3の下での公正配分存在の検討

当該の競争均衡は，

川一 μ叫λん1 川川一一

(X巧川l 2 ，.' 4 2 

傘 川 一 川川

(X;I' X;2)ヱ (X1λ11，X2-h)=(X1 」 ω12'X2ー
-11_ -:2) 
4 2 



10 九州共立大学経済学部紀要

である

，¥'. x 
まず，羨望なき配分点が(-i， )であるとする その記分点が，競争均衡配分でありか

2 . 2 

つ無羨望配分点であるとすると，

主主ニ出土十叫、=JK-竺」ω.0， 
2 2 . 2ιv  

X崎 川一一 川一一 川一一 川一一二iニ」上+-1主=x-，ー-=:.!.l_-12 

2 4 2ι4  2 

が成り立たなければならない，

，¥'. x 
当該2式から X

1
ニ 2X

2が得られる しかるに，この結果は，当該配分点(ーへ-与が
2 . 2 

無羨望配分点であるための十分条件である，X1手2X2に矛盾する.

次に，当該競争均衡点が，無羨望配分点から成る直線X12=X2ー羊XI1上lこ在るものとす

X1 

る.すると，

ωH 川一 - X一川一
ニ斗十」主=X，主主C1+ω12) 
4 2 X 

から， ω11+2ω12ニ X1が得られる.つまり，条件ω11+2ω12= X1
が成り立っときのみに

公正配分が存在し得るのである

盗 3 純粋交換経済下における公正配分存在の一般性

ととでは，これまで、挙げてきた数値例に貫徹する純粋交換経済下における公正配分存在

に関わる 般的性質を考察することとする，

[仮定]当該2個人は，消費可能集合Xpi=l，2の元の対に関してに，で表記される選好関

係を認識し，それら関係は次のような諸性質を備えているものとする.

推移性

m:と227でかつmfと;zzfであれば， m;と;zmfである.ただし，i =1，2. 
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連結性

X"i=I，21こ含まれるすべての可，dについて，叫に， mfかm;J322fかが成立する.

連続性

任意の叫に対して，集合{x，lx，にjæ~} と集合 {x， lx， 乏i æ~} 左は閉集合である.

半強凸性

zjh mf，O壬白く1二今 (1 白)zJ十日lmj〉-227

強い単調性

zJ三mjandmJ手忽jニ同;〉2mf

I命題1]消費可能集合X"i=I，2が凸集合で，その上で定義される選好順序が，推移性，

連結性，連続性を満たすならば，その選好順序は連続な効用関数で表わすことが出来る

次に， Pareto効率性，個人が他者を羨望するということ，無羨望性，公正性に関して改

めて定義を下すとととする.

dd 

i定義 1]配分xがPareto効率的である 件個人i=1，2，・"，nについて

U，I二jxpi.e.，lIj(Y/)三1I，(x，)であるような，かつ仏 >-kxk，i.e.，uk(払)>u，(x，)であるよう

なii' kが存在するような実現可能な配分引が存在しない

dcf 

I定義2]個人iが個人k(i'i)を羨望する特科ベjxk，i.e.，uJx)く1I，(x，)，i，k=1，2，"ソ1.

de' 

[定義 3]配分mが無羨望性を備える 特個人¥;fi， k二 1，2，…，11について，

z， t二Ixk，i.e.，uJx)とu，(円)，ii'k.

d，' 
i定義 4]配分mが公正である 特配分mが無羨望性を備え.Pareto効率的である

[命題2]配分mが Pareto効率的配分であるならば，誰も羨むことのない個人が存在し，

l.A町 ow-Hahn，邦訳 p.93
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かっ誰からも羨望されない個人が存在する

この命題の意味する左ころは，配分zがPareto効率的配分であるならば，ある個人が効

用水準の頂点に在って，他のある個人が効用水準の最底辺に在るということである.

証明.

背理法を適用することを目的として，任意の 2個人i，k= 1，2，・・'，nが互いに羨望しあうも

のとする

この左き，実現可能で，かっ配分zに優越するような配分mが存在することになる.当

該 2個人はその羨望する個人の財を受け取ることになるから，

a=(:vpw2，"'，WO"'，忽'k"，a.)I~対してx，' =(xl'a2，"'，Xk，"'，Xp"'，円)において，

a' >-， a， for'ifi = 1， 2，.・'，n，1.8田川(a")> u，(a)，!orVi = 1，2， "'，11となる， しかるに，このこ

とは aがPareto効率的であるという前提に矛盾する. (証明終わり)

I命題3]選好が凸で単調であるとき，公正な配分が存在する

証明.

定理の趣旨からして公正な配分が存在する場合を掲げればよい 初期賦与ベクトノレωを

叫=竺，i=1，2，・・'，11とする. 選好が凸であるから無差別曲線は原点に対して強い意味で
n 

凸となり，単調性から右上方に位置する無差別曲線程より高い効用水準を意味する無差別

曲線となっている.

いま，価格ベクトノレをPニ(PPP2'…，Pm)とすると，予算制約条件

p ・ 2 云 p.~三
11 

を充たして，かつ効用を最大化するような最適解a;，i= 1，2，…，11が一意的に存在する.す

なわち，競争均衡(ピ，p)が存在することになる.

さて，このどニ(バベf・・，X
1
:)という競争的均衡配分点において

p・a;=p'竺ェp.a;，forVi，k= 1，2， "'，11 

11 

が成立している. (証明終わり)

2.Varian， p.67 
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[命題4]当該諸倒人の選好が単調であるとき，競争均衡(X，p)において

p・Xj= P . 'JJk， jor't/i，k = 1，2， "'，n，i *-kであるならば Xは公正である.

証明3

(1) XがPareto効率的であることの証明.

背理法を用いて証明をすることを目的として Xが Pareto効率的ではないとする

すると，任意の個人i= 1，2， "'，nにとって，百i~二Î xp i e.， lIj (yJ ;;; lIj (aj) であり，ある個人

kニ 1，2，.・・，n，k手 1にとってYk>--k a¥，i.e.，uJ百'k)> uk(x，)であるような配分Uが存在する

ことになる.との配分Uは Pareto効率的な配分として選ぶことができるから， Y
i 

>-j x
j
で

あるようなi=1，2，…，11については，P'Y;>P'x;となる

いま，P'Y;く P'X
j
であれば，個人i=1，2，・・・，11は，より多くの数量からなる財の組み合

わせを購入することができ，単調性の仮定の下， x
j
よりも選好される組み合わせを見出す

ことができることになるしかるに，このことは叫が競争均衡配分であることと矛粛する

Yi"，  xjであるような個人1二 1，2，・'，11にとっては，P'Y; = p'x;である.

以上の考察から，p'Y;2p・x;(i= 1，2)であるから，

LP'Y; > LP'x; 

である.さて，

LY;=LX;ニエ回z

であるから，

ms 
pa 

n
ヤム一同z

 

n
V
L
]
一同

p
 

n
す
H
M

P
 

>
 

品「

n
ヤ
ム
H

P
 

M
町

n
V
L
]
同

P
 

一一"mm p
 

n
す山一同

となって矛盾が生ずる. したがって，配分zは強い意味で効率的である.

(2) Xが無羨望性を備えるととの証明

背理法を用いて証明をするととを目的として X が無羨望性を備えていなく，任意の個

人zが任意の個人kを羨望するものとする 1. e. J xjベjaド i.e.，u;(x;l;;11;(叫)であるもの

とする.とのとき，仮定と競争均衡であることの定義とから，

P'Xj
く P'Xk=p'x; 

となり，これは矛盾である.

(1)と (2) との結果から g は公正であることが明らかとなった (証明終わり)

i命題 5]均等配分からコアへの動きは無羨望性を損なうことがあり得る.

3.VarIan(1974)を参考にした.
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(証明)例を挙げればよい.旬、ま，個人 3名から成る純粋交換経済を考え，個人1の効用

関数をIII(X1)= 3xl1 + 2x12 +X13'その初期記分をω1= (1，1，1)とし，個人2の効用関数を

11，(忽'，)= 2x'I十X22+3X23 'その初期配分を ω，=(1，1，1)とし，個人 3の効用関数を

ω一1ニ(ω"ω1)"3(X3)=X31 +3x32 +2x33，その初期配分をω3= (1，1，1)とする.このとき，

初期配分は均等であり ，III(X，)=II，(X，)=1I3(x3)=6であるから無羨望である.

さて，配分包 =(X"X"X3); X， = (3， 2/3， O)，x， = (0，0，2)， x3ニ(0，7/3，1)を考える.このと

き，IIJxl)=31/3>6=1I1(ω1)'III(X1) = 6 = 111 (ω，)， II，(XI)ニ9>6ニ11，(ω'Jであるから，

当該配分zはコア配分であり，当該喜己分mはパレ」ト効率的配分である.

しかるに，II，(XI) = 20/3 >6 = 11，(包，)であるから，側人2は伺人 lを羨望することにな

り，当該配分mは，無羨望性を損なっているから公正な配分とは為り得ない.(証明終わり)

[命題6]均等配分から生ずる競争均衡は，必ずしも公正ではない.

(証明)パレート効率的配分の集合ヨコア配分の集合ヨ競争均衡配分という集合の旬含関

係左上の命題とから，明らかである. (証明終わり)

[命題71無羨望の配分から競争均衡への動きは無羨望性を損なうことがあり得る

(証明)2個人・ 2財の純粋交換経済の場合で例を挙げることとする.エッジワースの籍

に於いて初期配分の点、ω=(ω1>ω，)を個人1の無差別曲線と個人2の無差別曲線とが通過

するものとする，引い11>ω1')=町(ω，1>ω，，) そして，伺人Iの無差別曲線は，個人1の原

点からみて配分点ω1=(，ωp叫)より上方を通過するものとする，

包JX1I>X1，)> 111 (ω'1>ω22) .個人2の無差別曲線は，倒人2の原点からみて配分点

ω1ニ(ω"ω1)より上方を通過するものとする ;1I，(X2I，X22) >叫(ω1ぃωρ このとき，個

人1は初期記分ω1に於いて個人2を羨望することはなく，同特に個人2は初期配分ω2に於

いて個人1を羨望することはない. したがって，当該の初期配分ωは，無羨望の配分であ

る

さて，当該の 2本の無差別曲線によって固まれる凸レンズ状の中に競争均衡配分点

ピニ(a;，a;)が存在するが，とこで，配分点ピ-1ニ(a;，anが，当該の凸レンズ状の形状

を形成する個人2の無差別曲線の上に在るものとする すると，個人2について

II，(X;) > 11，(バ)であるから，均衡西日分において個人2が個人1を羨望することはない.し，

4.Fe1dman，邦訳 p.157.
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かるに，個人 1については，1I¥(X;)>U¥(可)であるから，均衡配分において個人 1は個人

2を羨望することになる したがって，当該の均衡配分どは公正性を損なうことになる.

(証明終わり)

{命題8]均等所得競争均衡は公正配分であるが，逆は真ではない.すなわち，公正配分

であって均等所得均衡配分ではない配分が存在する 5 

(証明)前半部分は，命題4に拠り成立することが示される.後半部分を示すためには，

Z個人・ 2財純粋交換経済モテ、ノレでの例を挙け'ればよい.

第 I財の市場悩格をPJ，第2財の市場価格をあと表記し，個人 1の主体的均衡配分点を

バ~(バI ， X;2) と，個人 2 の主体的均衡配分点をz;=(z;l ， 42) と表記し，個人 1 の所得額を

rn] ，個人2の所得額をm，!:表記する

ととで 1n]=PJX;J十p，x;，> p品 +p，X;，土問
2とする.さて，強い単調性の仮定から局

所的非飽和性が導かれるから，個人 1，2共に他者の均衡配分点を羨望することはない

したがって，ピ~(可 ， X;) は公正な配分ではあるが，均等所得均衡配分ではない (言正明終

わり)
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Daniel Droukis 

Introduction 

1n response to the direction of performance levels in the Chicago school system a 

group of concerned educators created an instruction-based newspaper to address 

concerns with teaching and learning. This newspaper would then be sent to a11 teachers， 

administrators， parent groups， politicians， community groups and foundation officers in 

the city. The term “best practices" was borrowed from the legal and medical professions 

where such a term is used to describe solid， reputable and state-ol-the-art in the field. In 

trying to lollow the lead 01 the “best practices" program this paper will examine what is 

being done in the area 01 language education to make the ellorts 01 teachers in this area 

more effective in benelitting the students in our char宮e.Various a問 asof research will 

be introduced to give a c1ear indication as to how things are being changed and 

ultimately improved in language education worldwide. 

Best Practices Movement in America in the 1990's 

In the 1990's the “Best practices" movement got its start. Standards actually began 

with the National Council 01 Teachers 01 Mathematics (NCTM) which outlined a 

program of，“mathematics as a way 01 thinking and required state-ol-the-art teaching" 

(Zemelman et al.: 1998:x. Once these practices were established they quickly took root in 

other disciplines. Eventually a dozen professional organizations were commissioned to 

adopt similar standards to improve the teaching standards 01 the schools. These efforts 

were not without problems. The National Council 01 Teachers 01 English (NCTE) and 
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the International Reading Association (NRA) had their grants terminated due to a lack 

of specificity in their programs. However， both groups went on to spend over $lm of 

their own money to complete their projects. In some cases the standards wefe well 

thought out but in others such as the music program that mandated that students learn 

the names of famous ballet dancers from the 19'" century these standards were heavily 

criticized from the start 

“In the meantime other state governments， business groups， independent school 

reform organizations and many school districts were implementing plans of their own 

In some cases the efforts were confined to a single subject but others like the New 

Standards Project were offering recommendations across several disciplines (Zemelman 

et al.: 1998:x.) At the end of the 20" century there were fifteen national standards projects 

and many others in state and local school systems. But why has there been this interest 

in standards? Some may be interested in presenting a positive front in seeming to be 

interested in standards when they only want the appearance of interest but have no 

interest in change at all. Zemelman et. al. point out that the issuing of standards is not 

really action. It is more of a call to action. Whether action or improvement actually 

takes place may be of 1ittle concern to some “Hopping aboard the standards bandwagon 

allo、，vsyou to sound tough. rigorous and concerned: you can 、vringyour hands about 

what is wrong with kids today and you can fret conspicuously about America losing the 

war of global economic domination， all without actually doing anything" (1998) says 

Zemelman 

The standards group involves two different groups which are referred to as the 

“accountabi1ity reformers" and the curriculum reformers". These two groups have quite 

differing views of teaching and learning which make their alliance an uneasy one. The 

conservative accountability reformers are comprised of state legislatures. governors. 

education agencies， business panels and even in some cases teacher's unions. Their 

primary preoccupation is with testing and standards that come about based on that 

testing. On the other side are the curriculum reformers who are made up of subject-area 

experts， classroom teachers， discipline organizations， professional associations and 

research centers. This side rejects the notion that doing the same things longer， harder 

and stronger will somehow Impro 
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curriculum scrapped asserting that the problems posed to the students were too 

innovative and experimental. This action of abandoning rigorous standards stunned 

mathematics experts around the country. This debate on standards of accountability v 

curriculum ¥vill continue as there has yet to be an appropriate compromise put forth by 

either side. This debate has given us the opportunity to consider what each school 

subject entails and how they can be made belter. In ]apan， there is no such issue at the 

moment but there are questions that we can consider in regards to what is being done in 

the foreign language classroom (principally the English classroom) in ]apan and what 

we can do to make that c1assroom better. ¥Vhat aspects of language education are 

effective and should be encouragedつThispaper will use the backdrop 01 the American 

standards discussion to assess how we are teaching our students here in ]apan and 

perhaps lind what we can do ourselves to make if not， the standards we teach by belter 

but at least the general c1assroom environment in order to achieve the same desired 

町 sultsof those in the United States: of making the classroom a place where a high 

quality of education can be found at any level and in any subject 

The TESOL Methods Course 

An examination of a TESOL training course in Singapore gives us something to 

consider regarding Best Methods applied to the training 01 language teachers wherever 

they may be. Farrell (2007) researched how such students perceived their education in 

comparison with what actually was practiced and achieved in that c1assroom. Farrell 

was concerned with how the students filter out their previously formed beliefs based on 

past experiences. The inability to filter out these previously held beliefs caused a rift 

between what the students thought was important for their education and what their 

own teachers thought was important. ]oram and Gabriele (1998) argued that teacher 

educators must take these previously held beliefs into account because 、.vhatthey are 

being taught will replace these previously held beliels 

Farrell taught a group of twenty pre-service teachers using concept maps. These 

concept nzaps are diagrams which show the relationship among concepts. The idea of 

concept mapping “graphically illustrates concepts and their hierarchical interrelationships" 

(Meijer et al.: 1999:62). The maps created gave an indication as to the pre-service 

teachers' beliefs about teaching reading. Once the maps were completed they were 

asked to share answers with the group in a peer group reflection session. In the pre-

course concept map there were few topics listed but the post-course map listed many 
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more topics. (as seen here) 

Pre-course Listing of Topics (# of teachers Iisting) 

(+ students who reconsidered) 

What does teaching reading involve， and how would you do it? 

Reading (4) +15 

Vocabulary (7) 

Motivation (9) 

Grammar (3) 

Comprehension (15) 

Other (role plays (3)， drama (2)， speed reading， silent reading， read for details， read 

newspapers (3)， book reviews (4) 

The post-course map shows more extensive understanding: 

Cultivate interest and passion in reading (7) 

Teach reading strategies (9): why (4) what (4) when (4) where (4) prediction (4) 

Meta-cognition and awareness: DRTA (2) Pre-and post reading in class (4) 

Direct reading and thinking activity (DRTA) (11) 

Text awareness (6): Text types (2)， Discourse markers (4) 

Teach not test (9) 

Top down and bottom up (12) 

Extensive reading: No book review (2) interesting reading (2) 

students choose book (4) 

Lesson planning (3): Pre-reading activities， Post-reading activities (3) 

Vocabulary (7): Guess meaning in context (4) 

The concept of mapping does have its skeptics arguing that it is too complex and time 

consuming. That there is too much emphasis on short-term changes in the teachers' 

cognition and Kagan (1990) wondered if comparing students' and teachers' concept maps 

rendered them invalid. On reflection， Farrell wondered what impact the course had on 

learner teachers. That there was an impact is indisputable but how rnuch of an impact 

and of what quality， Farrell is uncertain. In using the concept maps he determined that 

students internalized the work in different ways “Many of these students could have 

acquired a superficial knowledge of the terms linked to the teaching of reading， such as 

top down and bottom up， but have not fully conceptualized them in terms of teaching 

reading. Furthermore， 1 now wonder if the Singaporean cu1tural norrn K匂suplayed any 

role in these post-course maps. Kiasu means“fear or dislike of losing out to others" 
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(Brown 1999:123). Jn this sense， Farrell is uncertain as to whether the students have been 

able to truly grasp the content of the course. 

Engaging Studellt's Interest 

Everyone knows that stimulating interest of students wi11 be extremely helpful in 

allowing them to become better language users. An attempt to exploit literature in Spain 

gives us a good example of how to peak the students' interest. In using a variety of texts 

from proverbs to nursery songs to novels or poems Jaimez-Munoz found that a broad 

exposure to a variety of sources can have a positive effect because， as孔1cCraetells us， 

“Representational language opens up ， calls upon and uses areas of the mind， from 

imagination to emotion， from pleasure to pain， which referential language does not 

teach. ¥Vhere referentiallanguage informs， representationallanguage involves" (McCrae 

1991:3). 

An action project by Jaimez.Munoz for high school students in Granada systema 

tically instituted the use of literary texts according to students' likes and interests but 

also of the teachers' interests as well in the following stages: (in Borg， ed. 49.50) 

1. An initial questionnaire was prepared to do a basic needs analysis and to discover 

the students' attitudes towards learning English and the English teacher. 

2. The most successful texts were selected from the previous year to begin what he 

called a “complimentary literary syllabus" 

3. Resource books， short story collections and poems were read to select more suitable 

and relevant materials and activities for the students 

4. The materials were integrated into the general syllabus and tried with an 

experimental class while teaching a control group according to the set textbook. 

5. The learners were observed interacting with one another and the texts 、~Thile notes 

were taken on difficulties， reactions and participation. 

6. The teacher reflected on ways the texts chosen seemed to shape learner's attitudes 

and learning 

7. The teacher designed exams， a final questionnaire and an interview to determine 

the learners' progress， feelings and opinions about the way they worked and the 

experience of integrating literature 

8. The data was analyzed to evaluate the overa11 impact of the intervention. 

These actions were based upon two basic questions: 

1. What could 1 do to increase teenage students' intrinsic motivation so that they 
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would learn more English? 

2. Could they Increase iheir second language vocabulary and improve their global 

use of the target language by constant reading and inieraction with relevant 

literary texis? 

In choosing the literary texts it is advised to make certain that the students use them in 

an appropriaie 、，vay.The approach in this instance is clearly supported by the work of 

McCrae (1991) and Carter and McCrae (1996) in SLA research: 

1. Language-based principle. 

The idea is to not directJy teach literature but to use the literature as a valuable 

resource to tech language. 

2. Process-oriented principle. 

The literary texts are not seen as compleie products to be s1udied but as a means to 

stimula1e and acquire the processes of reading and writing. 

3. Task司 basedprinciple. 

Ensures the learners' engagement in the classroom with the teacher designing a 

series of tasks which help the studen1s to discover and solve problems by 

themselves and to keep acti、i'elyinvolved with the texts with their partners 

4. Student-centered principle. 

The relation bet¥veen teacher and class becomes more collaborative. The teacher 

does the planning and organizing before the c1ass but once c1ass begins it's entirely 

under the control of the student. The students work with each other and the 

teacher in the target language. The teacher's role is to motivate， observe and 

cooperate with them 

(Jaimez-Munoz in Farrell (ed.) 2006:52) 

Jaimez-Munoz， in his reflections on this activity believes that the project provided 

insights into the roles of the students and the teacher， The research indicates that using 

the literary texts provide the challenges necessary to increase their motivation and thus 

as a result can increase their comprehension of how the language works and have more 

of an interest into the process of learning it. The researcher believes that doing the 

research was a rewarding process which allowed them to be more aware of their 

personal teaching practice and the connection to the students' learning， On the practical 

level the evidence that the use of well-chosen texts will offer many opportunities for the 

students to practice their English thus the writer has integrated the use of these texts 
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into the syllabus as a cornerstone of any language learning process. ]aimez-Munoz has 

also added to the limited amount of research into the effects the use of these materials 

will have on language learning in any environment 

The intervie'¥v used for this methodolo只V

1. How do you usually feel in English c1ass? 

2. Do you like your textbook this year? Why? 

3. Do you like the reading and activities of the book and workbookつ

4. Do you like the originalliterary text you are reading this year? 

5. What do you think about the e芯perienceof reading original textsつ

6. What do you do to unde江standthese texts bet!er? 

7. Which ones do you find more difficult? Why do you think it may be so? 

8. What do you think of the activities and the tasks r匂elatedto them? 

9. Are the topics of these te弐tsrelevant to you? 

10. Do you think that il you are interested in a topic you can understand the text 

bet!er? Why may it be so? 

11. What do you find most and least interesting about English c1ass this year? 

12. Do you do a11 the extensive readings 1 assign for homeworkつ

13. Can this reading 01 originalliterary text help you to learn English? 

14. Have you really noticed any improvement? In which aspects? 

15. Have you learned something about English culture reading these texts? 

16. Do you like reading in SpanishつWhatdo you usually read? 

17. Didy凹 rparents read you tales when you were a child? 

18. Do you usually read during the courseつAndon holidays? 

19. What do you u叩 allyreadつWhy?

20. Do your pare泊 tsusually 町 ad?What do they readつ

21. Which ones 01 the texts we have町 adhave you liked mostつ

22. Which ones have you not liked? 

23. In which aspects are English c1asses different this year? 

24. Do you think it is too much effort reading original texts this year? Is that a 

challenge or a difficultyつ

25. Can this experience be positive for your learning in any respectつInwhich respect? 

Explain to me， please. 

(Jaimez-Munoz in Fan モII(ed.) 
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The inc1usion of the above questionnaire is very interesting. By using 8uch a 

questionnaire it allows both the teacher and the student to reflect on the experience. 

The teacher will then have two chances to reflect on what is being done in the 

classroom. The first time will be in the original preparation of the questionnaire as the 

teacher determInes which questions are important to be answered for an appropriate 

understanding of the impact of the class. The second time will be when the teacher 

finally reads the responses of the student to determine what the students have thought 

to be important thus allowing the teacher to then adjust the class activities accordingly 

Factors Affecting Recall and Retention 

In this section the writers have wondered how learners recall and retain lessons in 

classes given in Australia for predominately Asian students. The main purpose of the 

research was to betler understand what the students recalled about their vocabulary 

retention in the classes they atlended. T、vokey questions、vereposed 

1. What new vocabulary did learners recall and retain from lessonsつ

2. Why did they retain and recall what they did? 

Learner response to classroom input is well documented (R. Allwright 1980， 1989)， (D 

Allwright 1984) and Slimani ((1987， 1989， 1991). Simani explored learning in the classroom 

by asking the students to record everything they thought they had learned during a 

lesson which was termed， uptake. She determined that it was necessary to notice new 

words to learn them and also determined that topicalisation or focusing by the learner on 

new words contributed to this uptake. Studies have indicated that comprehensible input 

is most important to determine what language is learned. The author set out to focus on 

new vocabulary the students claimed to have learned from their lessons. There were 24 

students in the study and the researchers focused on the ones in the afternoon sessions 

who were recorded on video in classes taught by teachers other than the author which 

they felt was easier to accomplish than to record the lessons that they themselves taught 

Data was collected in the following manner 

1. Students were recorded on video in their four 90-minute general English lessons. 

The classes ranged in size from 4-12 students. The students sat together in small 

groups白

2. Alllessons had vocabulary input from the teacher in this lO-week intensive course 

3. Immediately after the lesson the students completed a reflection sheet which asked 

what new vocabulary they could remember and asked why they thought they 
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remembered it 

4. After the reflection sheets were written the students were asked the same questions 

again in intervie¥vs which were audio-taped 

5. Transcripts of the comments ¥vere written up and they ¥vere listed. Due to time 

constraints on1y the words that ¥vere frequent1y mentioned were written. By 

frequently it was meant they the words were reca11ed by 30% of the leamers in each 

lesson 

6. Teachers gave lesson plans to outline their objectives and the teachers were 

interviewed after the lessons to discuss the plans 

7. After two weeks one group was tested for retention， after six weeks the students 

were given a vocabulary levels test 、，vherethe students were required to match the 

words with the meanings. 

8. Transcripts were made of the classroom interactions to confirm the comments of the 

learners. 

The following results were determined after the course was over 

The recall of items was direct1y connected to these events: 

a. Learners 01' teachers mentioning the item 

b目 Learnersor teachers repeating the item. 

c. Leamers or teachers focusing on the item. (topicalisation) 

d. Learners or teachers taking turns in the interaction around the vocabulary item 

Focusing was determined in the fol1owing way 

a. Directing attention explicitly to the word 

b. Eliciting comments directly or indiredly about the meaning of the word. 

c. Asking learners to complete sentences ¥vith the word missing. 

d. Giving the definition of the word 

e. Requesting-explicitly or implicitly-more information about a word. 

f. Using the word to answer an elicitation 

In reflection on this activity ideas about teaching vocabulary、verereevaluated. They 

were encouraged with the fact that leamers can and do leam what the teachers teach 

Teachers cannot ensure that this learnin耳、、d11take place when doing planning for such 

activities. The role of the teachers in such an activity requires that they focus on 

student-centered activity and tailor the fo11ow-up to meet the needs of each individual 

student 
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Interaction is also seen as being important in the retention of vocabulary but this 

interaction needs to be considered carefully and not overdone. Some students will need 

to participate more than others in order to get the full benefit of the course. In this 

respect， the authors conc1ude that the c1ass be a little more teacher-initiated than 

student-initiated and that this finding is particularly true for Asian learners. Learners 

acknowledged that c1assroom participation ass】stedin their vocabulary learning. 

Interestingly， the students reported that “fuzzy" teacher explanations about vocabulary 

、"hich、:verethen c1arified by home-stay families， peers or dictionaries made the learning 

that much more memorable. 

Conclusion 

"VVe have seen that the term Best Practices while being used to apply to education in 

the American school systems can be easily applied to teaching English in other 

countries such as Japan. It is also c1ear that what is considered to be under the umbrella 

of Best Practices can be very wide-ranging， indeed. While we are not discussing ceriain 

specific standards which will be applied to all as in the American school system， we can 

see that efforts made by those of us teaching English in far ranging places around the 

globe can easily understand the concept of doing what is right for the students to make 

them betler educated or as in this instance， belter users of the English language. 

Whether it is teaching teachers how to be belter reading teachers in Singapore 01 

introducing literary texts to students in Grenada or teaching Asian students in 

Australia， there are a variety of practices from which we can a11 emulate to make our 

own classes belter for our students. And certainly Best Practices could not be limited to 

the few examples expressed here 

This paper has set to demonstrate what kinds of activities we can involve ourselves 

with in order to be good practitioners of TESOL. Certainly， there are many other 

teachers around us who are doing excellent and productive work in the classroom which 

needs to be read， understood and copied by others regardless of what country， what age 

or what level of interest our students may have. Perhaps it could be suggested that 

within our own institutions we would develop some type of system of best practices 

、，vhichcould uplift the educational practices of ourselves and those teachers around us 

who may not be totally aware of what other teachers are trying and succeeding with in 

their own classrooms. It should be the goal of all of us to try to develop these best 

practices within our own classrooms and move on to c1assrooms of others， even those in 



B巴stPractices Applied to Language Education in ]apanese Universities 27 

other disciplines outside the teaching of English as a foreign language. 
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Ballad、Fergusson、Barbourからの

摸倣とその意味を考える 1 

29 

中島久代

2009年はスコットランド詩人RobertBurns (1759-96)の生誕250周年に当る。祖国スコット

ランドは言うに及ばず、世界各地でパーンズの功績を讃える様々な企画が予定されている。し

かし、パーンズはスコットランド文学史において、生存中も死後200年を経た現在でも、その評

価がやっかいな詩人であるJパーンズの従来の代表的な評価を表す言葉は「天賦の才の農民詩

人」であろうJスコッツ語で書かれているという難しさはあるにせよ、音読すれば調子の良さ

が実感できる作品のスタイルと、蚤、ネズミ、野菊、犬、ジーンやメアザなどのありふれた女

性の名前が題材となっているという作品への親しみやすさによって、パーンズのこの評価は現

在でも根強い。しかし他方で、パーンズは IMacDiarmid、Scottと並んで議論の多い詩人」で

あり"I一見素朴に見えながら実は複雑な詩人Jである。5このような従来の詩人のイメージを逆

転させる評悩が納得されるのは、ノてーンズの作品をスコットランド詩史というコンテクストに

置いて読む時である。パーンズはスコットランド文学の様々な先人たちのスタイルや表現をふ

んだんに摸倣し、その摸倣と逸脱がパーンズ自身のアイデンティティを形成している。このこ

とを示すために、 BalIad、RobertFergusson (1750-74)、Jo凶 Barbour(c.1320-95)からパ ン

ズが行った模倣とその意味を検証する。

1 パーンズのパラッド詩

パ ンズが生きた18世紀後半は、バラッド蒐集熱が高まった時代と一致している。以下は18

世紀に刊行されたパラッドを含む代表的な編纂集である。

(1) Watson， James， ed. Choice Collection of Comicαηd 5erious 5co!s Poems both 

Anci四 tand Modern. 3¥'018. 1706-11. 

(2) Ramsay， AlIan， ed. The Evergreen. 2vo18. 1724 
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(3) Ramsay， Allan， ed. The Te.αーTableMiscellany. 4vols. 1724-37. 

(4) Percy， Thomas， ed. Reliques 01 AnCIent English Poetry. 1765 

(5) Herd， David， ed. Anci叩 talld Modern Scottish Songs， Heroic Ballads， Etc. 2vols. 

1776 

(白) Johnson， James， ed. The Sco!s MlIsical MlIsell11l. 6vols. 1787-1803 

パラッド蒐集熱、の高まりの火付け役となったのは、 ThomasPercy (1729-1811)が編纂した

Reliques 01 AnCIellt English Poetry (1765)であり、パラッドの匿名性が生み出す物語の精神と

技法がロマン派詩人たちに多大な影響を与えて、パラッド・リパイパノレを生み出した。同時に、

この時代のスコットランドは、 1707年 1月初日にアン女王によってイングランドとスコットラ

ンドの議会合同法が発布されて以降、スコッツ語で話し英語で書くという言語の分裂にさらさ

れており、スコットランドの文人たちは祖国の伝統文学と民衆の伝統文化を活性化させること

で、議会の合同によって失われたアイデンティティを復活させようとする気運の中にあり、ス

コットランドの詩やバラッドの編纂集を次々と刊行した。 DavidHerd (1732-1810)編纂の

Aηcient and Modern Scottish Songs， Heroic Ballads， Etcの第 l巻は1769年に、 2巻同時には

1776年に刊行された。 JamesJohnson (c.1753-1811)編纂のTheScots MlIsical Museu11l6巻は

1787年から1803年にかけて刊行され、パーンズは第2巻から第5巻まで寄稿者兼編者として関

わった。これらのパーンズの存命中の編纂集に加えて、ハード以前の、スコッツ諮詩のリパイ

パノレに道を開いたいくつかの編纂集もパ ンズとパラッドの関係を形成する要因とみなす乙と

ができる。それらは、 JamesWatson (d.l722)によって1706年から1711年にかけて、スコアツ

語による詩、ブオークソング、パラッドなどを集めて刊行されたスコットランド初の編纂集

Choice Collection 01 Comic and Serious Scots Poems both Ancient and Modern3巻、 1600年以

前のスコットランド詩を収録して1724年に出されたAllanRamsay(c.1686-1758)によるThe

Evergre開 2巻、および、 1724年から37年にかけて刊行されたTheTea-Table Miscellany4巻など

である。このような外的要因に加えて、パーンズ自身がまだパラッドをうたい聞くという環境

の中に育ったことは、パーンズがパラッドと関わる決定的な要因だった。家庭で母親と使用人

から聞いたパラッドの様々の伝承や物語によって、郷土に伝わる民衆の物語詩にパーンズは目

覚めたというJパーンスがパラッドの模倣詩を創作する基擦は十分に繋っていた。

ノパて一ンズとノバミラツドについては、たいへん有用な研究/ トがある。 Fr悶anklyn Bliss 

Snyder巳，

P丹'hillゐ'01ゐog幻'Y， vol. 17(1918) 2: 281-88である。パーンズがパラッドをどのように模倣したのかにつ

いて、スナイダーはパ ンズの作品をAから Cの3つのカテゴリーに分類している。下の表中

および以降の伝承パラッド作品名後のカッコ内のアルファベットと数字は、 F.J. Child， ed .. 

The English and Scottish POPlIlar Ballads， 5vols (Dover， 1965: rpt. 2003) (以下ESPBと絡す)
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を出典としたチャイノレド番号と版を示している。

分類 ノぜーンズ作品(作品名はSnyderのまま) 元歌(作品名はSnyderのまま)

Lord Gregory The Lass 01 Roch Royal (76) 
A 

Kellyburn Braes The Farmer's Curst Wife (278) 

The Five Carlins tune: Chevy Chase (162B) 

John Barleycorn stanza: Chevy Chase (162B) 

B Grim Grizzel stanza: Chevy Chase (162B) 

Elegy on Wil1ie Nicol's Mare incremental repetitionを懐倣

The Fete Champetre 第 1スタンザに模倣の痕跡

The Duchess of Gordon's Reel Dancing Tam Lin (39A) 

Highland Harry “When bel1s were rung and mass was 
sung， / And a' 101k bound to bed."のよう

The Last Braw Bridal な常套表現の模倣

John Anderson， My Jo Lady EIspat (247) 

The Rantin Dog Fair Annie (62E) 

MyHoggie The Wile 01 Usher's Well (79A) 

The Bonie Lad that's Far Awa The Elfin Knight (2A) 
C 

Lady Mary Ann Sir Hugh (155A) 

The Bonnie House 0 Airlie (199B) 

Charlie He's My Darling Glasgerion (67 A) 

The Lass that Made the Bed King Henry (32) 

It Was A' for Our Righ tfu' King Young Hunting (68A) 

Y oung J essie Rare Willie Drowned in Yarrow (215) 

0， Let Me in This Ae Night Erlinton (8A) 

まず分類Aとして、パーンズが伝承ノ可ラッドを忠実に模倣して語り直しているものとして、

。LordGregory'と'KellyburnBraes'の2作品が挙げられている。「ロ ド・グレコリ Jは

寸heLass of Roch Royal'(Child 76)の、「ケリパーンの丘の農夫JI;l: 'The Farmer's Curst 

Wile'(Child 278)からの摸倣である。分類Bでは、リフレインや常套表現などのパラッドの様

式が模倣されている作品として、 ιTheFive Carlins'、ιJohnBarleycorn'、‘GrimGrizzel¥ 
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‘Elegy on WilIie Nicol's Mare¥ιThe Fe!e Champetre'の5作品が挙げられている。これらに

ついては、どのような伝承作品からどの程度の摸倣がなされているかの詳細は述べられておら

ず、模倣のポイントのみ解説されている。分類Cには、パラッドの特徴的な表現が 1箇所でも

使われているものと Lて12作品が挙げられている。例えば'TheDuchess 01 Gordon's Reel 

Dancing'lこは“Shekiltit up her kirtle weel."という表現があるが、これは伝承パラッド'Tam

Lin'(child 39A)にある“Janethas kilted her green kirtle"からの模倣である。以上、スナイ

ダーが分類しているパーンズの作品は合計20作品を数える。パーンズには広い伝承パラッドの

知識があったことがわかるが、それはスナイダーが言及したパラッドに限られるのではない。

1790年にMrs.Dunlop (生没年未詳)という人物へ宛てた書館に、素朴でありながら心に訴える

古いスコットランドのパラッドとして。MaryHamilton'(Child 173)の中のひとつのスタンザを

引用していることや，'1793年にGeorgeThomson(1754-1851)へ宛てた書簡では、‘Hardiknu!e'

なと‘の他の詩人が書いたパラッド詩に混じって、 'GilMoris'(Child 83)と‘BarbaraAllen'(Child 

84)を挙げて、叙情詩との遠いを述べていることにもうかがえるJ実は、スナイダーが挙げてい

るパーンズの模倣作品は、ほとんどが‘poem'ではなくて‘song'に入るものである。ソングに伝

承パラッドからの摸倣を取り入れた背景には、旋律と詩のパランスについてパーンズなりの主

張があったと恩われるが、ここでは旋律の問題は触れないでおく。これらを踏まえてスナイ

ダーの分析から解ることは、ノてーンズにとっては十分馴染んで、表現の貯蔵庫にも等しかった

伝承パラッドから様々な典型的な表現や常套句を、ソングとパラッド詩の創作のために自在に

取り入れているという事実である。

しかし厳密に言えば、パーンズのパラッド詩には、直前に述べたようた意味でのパラッドの

無意識的な摸倣と、パーンズの意図が明確に存在する摸倣の 2種類がある。スナイターが分類

BIこ挙げた‘JohnBarleycorn， A Ballad' (1783)は無意識的な摸倣と言ってよい。ジョン・パー

レイコーンとは、ビーノレやウイスキーの醸造に使う大麦の麦芽、モJレトを擬人化した呼び名で

あり、ジョン・パ レイコーンが祖国の英雄に擬せられて、権力者から命を奪われ土に埋めら

れでも春になって復活し、秋には収穫されて再び命を奪われ、今度はウイスキーの原料となっ

てしまうが、大胆吉と冒険心と喜びはウイスキーを飲んだ人聞に伝わるのだという、不滅の

ヒ一口 伝説に仕立てられている。感情表現を抜いて物語に徹している点と、基本的にはめcb

の績を踏むパラッドスタンザで創作されている点において、典型的なパラッドの枠組みが構築

されているが、これらに加えて、伝承パラッドの常套表現を巧みに利用している点が興味深い。

以下にパ ンズの作品と伝承パラッドを並べて、パーンズの摸倣を示す。
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(1) 'John Barleycorn， A Ballad' 

1 

There were three kings into the east， 

Three kings both great and high; 

And they hae sworn a solemn oath 

John Barleycorn should die. 

15 

Then let us toast John Barleycorn， 

Each man a glass in hand; 

And may his great posterity 

Ne'er fail in old Scotland! 

(2)‘The Cruel Brother' (llG) 

There was three ladys in a ha， 

Fine flowers i the valley 

There came three lords amang them a'， 

Wi the red， green， and the yellow (st. 1) 

[FromESPB] 

(日)‘Jock0 the Side' (187B) 

They hae gard fill up ae punch-bowl， 

And after it they maun hae anither， 

And thus the night they a' hae spent， 

Just as they had been brither and brither¥ 

(st. 37) 

[From The Poetical肝'orksof Robert Burns， [From ESPB] 

vol. 1， with Memoir， Critical Dissertation， 

and Explanatory Notes by the Rev. 

George Gilfillan (Edinburgh: James Nichol， 

1856)] (以下PoeticalWorksと略す)

「東方に三人の王様がいました」というパーンズの出だ Lは、例えば、伝承パラッド‘The

Cruel Brother'にhildllG)の出だしのスタンザ「娘が三人広聞にいました/谷間にきれいな

花が咲き/男が三人やってきました/赤と緑と黄の服を着て」という、パラッドには常套的な

様式化された出だしと、悲劇lを予感させるミスティック・ナンパーの 3がきっちりと模倣され

ているJまた、最終15スタンザの「それではジョン・パーレイコーンのために乾杯をしようo

/ひとりひとりが手にグラスを持って、/願わくば彼の偉大な子孫が/古きスコットランドに

絶えませんようにと。」というヒーローを祝福する結びの部分は、例えばボーダー・パラッド

‘Jock 0 the Side' (Child 187B)で、仲間の救出に無事成功したアウトロ たちが、命をはった仲

間を乾杯でねぎらい祝福する最終場面、「パンチボールになみなみ注いで/何杯も何杯も飲みま

した/兄弟の盃を交わすうち/夜は更けてゆきました」の場面構成が摸倣されている。ノミラッ

ドの枠組みに複数の伝承パラッドの常套表現を自在に持ち込んで、素朴で愉快な大麦の物語が

創作されている。加えて、この作品にはパーンズのテーマがある。自ら作品に付けたコメント

では
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パーンズは述べており、植物の霊魂についての広く知られた神話をパーンズ流に諮ることがこ

の作品の創作の目的だったと理解される。w神話の枠組みを聞きやすくうたいやすいパラッドの

スタイルで構築し、人々が馴染んだ常套表現を利用して語り直したのである。このような、神

話の改作としての伝承パラッドの摸倣からは、伝承パラ yドをうたい潤く人々が持っていた、

文化を伝承するという行為そのものへの共感と、その行為に本質的に内在する遊戯的な精神、

つまり、パーンズのパラッド的素養とも言えるものが読み取れる。

次に意図的な摸倣の例として、スナイダ の分類Aから'TheCarle 01 Kellyburn Braes' 

(1794)を読む。前述したように、この作品は伝承パラッド‘TheFarmer's Curst Wile' (，農夫

の悪妻」、 Child278)をかなり忠実に模倣したものである。

(0‘The Carle 01 Kellyburn Braes' 14 

‘1 hae been a devil the leck 0' my lile; 

1 (Hey， and the rue grows bonnie wi' thyme，) 

There lived a carle on Kellyburn braes， But ne'er was in hell， till 1 met wi' a wife;' 

(Hey， and the rue grows bonnie wi' thyme，) (And the thyme it is wither'd， and rue is 

And he had a wile was the plague 0' his days; in prime.) 

(And the thyme il is wither'd， and rue is 

in prime.) [From Poetical Works， vol. IJ 

11 (2) 'The Farmer's Curst Wile' (278A) 

The devil he swore by the edge 0' his knile， 

(Hey， and the rue grows bonnie wi' thyme，) There was an old farmer in Sussex did dwell. 

He pitied the man that was tied to a wife; (Chorus 01 whistlers) 

(And the thyme it is wither'd， and rue is There was on old larmer in Sussex did dwell， 

in prime.) And he had a bad wife， as many knew well. 

(Chorus 01 whistlers) (st. 1) 

12 

The devil he swore by the kirk and the bell， '1 have been a tormentor the whole 01叩 ylile， 

(Hey. and the rue grO¥vs bonnie wi' thyme.) But I neer was tormented 80 as with your wife.' 

He was not in wedlock， thank heaven， (st. 11) 

but in hell; [From ESPBJ 

(And the thyme it is wither'd， and rue is 

in prime.) 



Robert Burnsの模倣の諸栢
Ballad、Fergusson、BarboUIからの摸倣とその意味を考える

(3) 'The Elfin Knight' (2G) 

'Can you make me a cambrick shirt， 

Parsley， sage， rosemary and thyme 

¥Vithout any seam or needle work? 

And yOll shall be a true lover 01 mine (1-4) 

[FromESPBj 

35 

伝承パラァド「農夫の恵、妻」では、農夫から悪妻を譲り受けた悪魔が苦労して背中に悪妻を担

いで家に戻ると、惑妻は悪魔の子供たちを蹴り、頭を殴り、悪魔を壁にぶちあて暴力三昧にふ

るまう。悪魔は農夫に悪妻を返しに行き、最終スタンザでは「今までさんざ 久自を苦しめる

役は演じたが/おまえさんの女房から苦しめられるほどの役はなかったJと弱音を漏らすとい

う滑稽な物語である。バーンズの作品でも、ケリバーンの農夫から懇妻を譲り受けた悪魔は、

貧之な行商人よろしく悪妻を家へと運んでいったが、悪妻は気が狂った熊のように50人の慈魔

の警護隊をひとり残らず殴ってしまう。悪魔はこの悪妻に縛られていたケリバーンの農夫を哀

れに思い、しかし悪魔自身の結婚生活も地獄の生活だと気付き、農夫に悪妻を返しに行く。最

終14スタンザの台詞は「おれは生涯惑魔だったが/ヘンノレーダとタイムは青く茂っている/こ

の悪妻に会って初めて 地獄を見た/タイムは枯れても ヘンノレーダは咲いているJ(拙訳)と

いうものである。悪魔が人間の悪妻に降参するという滑稽なストーリーはまったく同じだが、

第11と第12スタンザに見られるように、パーンズの整麿はナイフの刃にかけてケリバーンの農

夫に同情し、教会と鐙にかけて農夫は地獄の生活をしていたのだと悟り、悪魔の軟弱さと卑小

さが一段と強調されている。さらに、この作品では各スタンザの 2行目と 4行目に置かれたリ

フレインが注目される。「ヘンノレーダとタイムは青く茂っている」と「タイムは枯れても へン

ノレーダは咲いている」というリフレインは、一見すれば、悪魔の滑稽で哀れなストーリーに直

接関係しない、植物の名前を羅列したリアレインを物語に伊入することによって、伝承パラッ

ドのリフレインのような、存在するものの抱える悲しみを自然の中に包み込んで癒す役割を果

たしているように恩われる。実際、ストーリーに直接関係のない植物名が並べられるリフレイ

ンは伝承パラッドに特有のものである。例えば‘TheElfin Knight'(Child 2G)のリフレイシは

「パセリ セ ジ ロ スマリーにタイムJという植物名の羅列から成っており、妖精の男と

人間の女のかなわぬ恋の痛みを癒す効果をもたらしている。 Lかし、このパーンズのリプレイ

ンにスコットランド格言“Rueand thyme grow both in one garden" (へンノレ ダとジャコウ

ソウは両者とも同ーの畑に生える)を並べると、このリフレインが単なる伝承の模倣ではなく、

パ ンズの意図的な技巧であることが判明する。uThe Oxford Dictionary 01 English Proverbs 
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によれば、この格言の意味するところは、“Apersuasion to repent and give over an attempt 

before it be too late， a11uding to the sound of the two he町rbshere namedι"である。“Rue"(は立

へン Jルレ一ダと後悔の意味を持ち、“thyme"はその音から“time"をも連想することから、この格

言は「後悔先にたたずJに相当する。パーンズは伝承パラッドのリフレインの模倣に見せかけ

ながら、「後悔先にたたず」という格言を暗示するリフレインを創作して、悪魔とケリバーンの

丘の農夫の哀れさに物語の最初から最後まで教訓を黍れているのである。教訓性という特色は

物語に徹する伝京パラッドにはないものであり、職業詩人の創作によるパラッド詩ないしはブ

ロードサイド・パラッドには、物語の内容から聴衆に司iI戒を垂れるという出だしゃ結びが頻繁

に登場する。このような教訓性を考慮に入れれば、このリフレインによって物語全体は明らか

にセンチメンタルに変質されている。リフレインがセンチメンタリズムを助長しているとすれ

ば、悪魔がナイフの刃にかけてケリパーンの農夫に同情したり、教会と鐘にかけて地獄の生活

を悟ったりする下りも、単なる誇張表現ではなくて、懇魔の、ひいてはパーンズの宗教に対す

る軟弱でセンチメンタノレな態度を暗示するものではないか。この作品のみからパーンズの宗教

観というテーマを掘り下げることはできないが、 EdwinMuir(l887，1959)がScottish

]ourney(1935)の中でしきりに繰り返す、 JohnKnox(cJ514，72)による宗教改革以降のスコット

ランドにおける信仰の質の変化とパーンズ批判は、このようなパーンズの摸倣における物語の

変質をも指すのではないか。ミュアは次のように語っている。

“That genius [the genius of the Border peopleJ was partly heroic and partly poetical， 

and its most essential expression is the ba11ads， which lorm the greatest body 01 

Catholic poetry in Scottish literature， greater even than that 01 Henryson and Dunbar. 

These ba11ads continued to be sung and written long after the Relormation without 

any fundamental change 01 spirit， so that it is easy now to mistake an eighteenth， 

century bal1ad lor a sixteenth，century one， In cal1ing the bal1ads Catholic 1 am using 

that term very loosely， and mean by it nothing more than that the bal1ads possess a 

quality which the rest 01 Scottish poetry after the Reformation lacks， Burns is a very 

Protestant poet. Even in his remoulding of old 101k songs he never goes back in 

sentiment past the Reformation. He certainly had no affection lor the God of Knox， 

yet he himself had no other， except on occasion an eighteenth，century abstraction. 

His ribaldry， blasphemy， libertinism and sentimenta1ity are a11 Protestant， and quite 

narrowly so." 

[From Edwin Muir， Scottish ]ourney (Edinburgh: Mainstream， 1935) 45，46J 

ミュアはパラッドを中世スコットランド詩人へンリソンやダンパーよりもさらに偉大なスコッ
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トランド文学の、カトリァク伝統詩の最大の集積であると規定する。その理由は、パラッドは

宗教改革後も長く改革以前の精神を変えることなくうたわれてきたからである。これに対して、

ノイーンズの摸倣が表現しているのはプロテスタント的な精神であり、彼の作品に見える卑狼、

冒j売、放蕩、感傷性はすべてプロテスタント的である、と断言して偉らない。パーンズがプロ

テスタント的であるかどうかを言うことは私には難しい。しかし、伝承パラッドとの比較にお

いてパーンズの模倣作品に見えるセンチメンタノレな傾向は否めない。

2 ファーガソンからの模倣と逸脱

パーンズのセンチメンタノレな傾向にこだわりつつ、ロパ ト・ファーガソンからの摸倣詩に

目を転じたい。 18世紀のスコットランド文学は主としてスコッツ語を使って詩を作るスコッツ

諾詩人たちと、イングランド風に同化することを好んだ文人たちに二分される時代だった。

パ ンズはスコッツ語詩人7ァ ガソンに傾倒したが、模倣の才に恵まれた彼はブァーガソン

の‘TheFarmer's Ingle' (，農夫の炉辺J、1773)にも模倣と逸脱を企てている。"この作品のテー

マは、スコットランドのアイデンテイティの危機の時代にあって、スコットランドの真の強さ

が農民の持つ徳と彼らの肉体の;呈しさにあることを示すことである。自然をさりげなく描写し、

田舎の良さを賞賛し、ひるがえって豪奪な生活をやんわりと批判し、愛国Jむを声高に叫ぶでも

なく、道徳的な説教を垂れることもない。いつの時代の読者にも、行為と精神のミノンプノレさこ

そが何よりも尊いことを伝える作品である。出だしの部分を読んでみる。冒頭のエピグラフは

ローマ詩人ウェノレギリウスの「牧歌J第5番からの引用である。ドライデンの英訳での大意は

「二つの盃をスパークリングワインで満たそう/キオス島の葡萄からできた豪華なワインで/

きみに注ごう この飲み物は君のものだ/冬には暖炉の前で心暖まる酒盛りとなるだろう/夏

には木陰でJ(拙訳)である。

ιThe Farmer's Ingle' 

Et multo in primis hilarans conviuia Baccho 

Ante focum， si frigus erit， (si messis， in umbra， 

Vina novum fundam calathis Ariusia nectar) 

Virg. Buc 

百月ihangloming grey out o'er the welkin keeks， 

Whan Batie ca's his owsen to the byre， 

Whan Thrasher John， sair dung， his barn.door steeks， 

And lusty lasses at the dighting tire: 
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What bangs fu' leal the e'enings coming cauld， 

And gars snaw-tapit winter freeze in vain; 

Gars dowie mortals look baith blyth and bauld， 

Nor fley'd wi' a' the poortith 0' the plain; 

Begin， my Muse， and chant in hamely strain. (1-9) 

[From Weekly Magazine or Edinburgh Amusement (Edinburgh， 1773)， Ian Lancashire， 

ed.， Retresentative Poetry Online， 25 June 2008くhttp://rpo.library.utoronto.ca/poem/

808. html>l 

「農夫の炉辺」

空に灰色の閣が迫るころ

牧羊犬が牛を小屋へと追いたてるころ

農夫のジョンが疲れ果てて小屋の戸口を閉め

きれいな娘たちも 籾殻選りに疲れるころ

忠実にやって来る 夜の寒さを忘れさせ

雪混じりの冬の嵐を空しくし

素朴なものたちの貧しさからは逃げだせずとも

哀れな人聞を愉快にも大胆にも見せてくれるうたを

ぼくの詩神よ いつもの調子で きあうたってくれ(拍訳、ト 9) 

この作品はパーンズの'TheCotter's Saturday Night' (，小作人の土曜の夜」、 1785-86)の元歌

と言われている。農作業から解放された農夫のささやかな憩いの時を題材にしていることは同

じであるが、作品の展開はアァーガソンとパーンズでは大きく異なっている。まず、エピグラ

フからパーンズの変質が明らかになっている。引用はThomasGray(1716-71)の“Elegy

Written in a Country Churchyard" ([751)の第 8スタンザからであり、「人のための骨折り、

質素な喜び、埋もれ生きる宿命を/野心あふれる者に、あざ笑わせてはならない。/軽蔑の笑

みをj浮かべて、貧者の短くて素朴な一代記を聞くようなまねを/尊大な者にさせてはならな

い。」というモット が伝えているのは諸行無常である。己れに続いて、パーンズの作品は個人

への献辞から始まっている。
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'The Coltar's Saturday Nighl' 

INSCRIBED TO R. AIKEN， ESQ. 

‘Let not ambition mock their useful toil， 

Their homely joys， and destiny obscure; 

Nor grandeur hear with a disdainful smile 

The short and simple annals of the poor: 

GRAY 

My loved， my honour'd， much respected f口end!

No mercenary bard his homage pays; 

With honest pride， 1 scorn each selfish end; 

My dearest meed， a friend's esteem and praise 

To you 1 sing， in simple Scottish lays， 

The lowly train in life's sequester'd scene; 

The native feelings strong， the guileless ways; 

What Aiken in a coltage would have been; 

Ah! though his worth unknown， far happier there， 1 ween! (1-9) 

[From Poetical lVorks， vol. lJ 

わたしの愛と尊敬に値する、立派な友、エイケンよ。

あなたはさもしい詩人に敬意を払いなどはしない。

わたしは偽りのない誇りで、すべての利己的な呂的をあざ笑う。

最高の褒美とは友から受ける尊敬と賞讃。

わたしはあなたにスコットランドの素朴な歌で伝えよう、

世間から離れて生きる貧しい人たちのことを、

そして彼らの生まれながらの強健な感情とその誠実な習慣を。

エイケンが百姓小屋に住むとしたら、それを彼はどう思うだろう O

39 

ああ、彼の値打ちを知る人はないが、彼はそこがどこよりも幸せだと感ずることだろう。

( 1 -9 ) 

エイケンとは、パーンズの故郷エア出身の法律家、ロパート・エイケンを指す。冒頭から明ら

かになるのは、パーンズが詩の主人公とは対極にあるインテリ層の読者を意識して乙の作品を
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書いているのではないかという疑いである。地位も財産もある法律家が百姓小屋に住んだ方が

幸せであるという発怨は、献辞にしてはいささかセンチメンタノレな誇張が過ぎている。第2と

第3スタンザでは、アァーガソンの第一スタンザを偲ばせるような、一日の重労働から解放さ

れた農夫の安堵と倦怠感とがゆるやかなテンポでうたわれる。しかし、第4スタンザ35-36行

でlはま、 “Or depos白it白eher sai立Z

beピ."(それとも家が困つているのなら、その足しにもと、/己っこっ稼いだ給金を大切な両親

に預ける気かもしれない。)と諮って、牧歌的な生活には不似合いな長女ジェニーの町への

出稼ぎという現実を描写する。疲れた農夫の父親が、一週間の締めくくりの仕事として家族へ

司iI戒を垂れる第 6スタンザ46-47行で、“Theirmaster's and their mistress's command， / The 

younkers a' are warned to obey;" (仕えている主人や女主人の言いつけをかたく守り、/一

生懸命自分の仕事に精を出し)という台詞や、 50-52行の“Andoh! be sure to fear the Lord 

alway! / And mind your duty， duly， morn an' night! / Lest in temptation's path ye gang 

astray，" (それにだね。いつも神様を神を畏れ敬うんだ。/朝に夕に絶対お祈りは忘れちゃい

けないよ。/そうでなきゃ悪い誘惑に負けてしまうからね。)という台詞は、プロテスタント的

な道徳臭を漂わせている。また、ジェニーを訪ねて来た若者が純真素朴な人柄だと描写しなが

ら、第10スタンザ83行の"Awretch! a vi11ain! lost to love and truth!" (愛と真実から見放され

たならず者)という吐き出すような台詞や、 90行目の“theruin'd maid" (援ちた少女)という

激昂した台認にこもる、娘が必ずや誘惑されて身を滅ぼすと言わんばかりの空想は、行為と精

神のシンプルさを讃えた7ァーガソンの元歌からは大きく逸脱している。このような逸脱の積

み重ねは、パーンズのセンチメンタリズムを一層読者に印象付けるものである。そして、最終

スタンザは、農夫の憩いのテーマからは完全に逸れて、激烈な愛国心の表現で結ばれる。

o Thou! who pour'd the patriotic tide 

That stream'd through Wallace's undaunted heart; 

Who dared to nobly stem tyrannic pride， 

Or nobly die， the second glorious part， 

(The patriot's God peculiarly thou art， 

His friend， inspirer， guardian. and reward!) 

o never， never Scotia's realm desert; 

But sti11 the patriot， and the patriot bard， 

In bright succession raise， her ornament and guard! (181-89) 

ああ、あなた様、ウォレスの不運にして偉大なる心に流れ、

愛国の血潮を注がれし神よ。
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ウォレスは極悪非道の倣慢に敢えて気高く抵抗しようとした。

さもなければ潔く死を、彼はすなわち第二の栄光の道を選ぶ心構えだった。

(あなた様は特に愛国者の神様であらせられ、

さらに彼の友であり、鼓吹者であり、守護者であり、報いであらせられる。〕

ああ、決して、決してスコシアの地をお見捨てにならないでください。

そしてますます愛国者と愛国詩人を、

スコジアの誉れとし、番人として、次々とおはぐくみください。
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結論と Lての「愛国詩人を次々と育てたまえjという祈りは、大きく逸脱したとはいえ、パー

ンズが元歌とした詩人ファーガソンを忘れてはいないことをアピーノレするものであろうか。と

もあれ、パ ンズのこの作品は「農夫の炉辺」を元歌としながら、その逸脱によってパ ンズ

の個性を浮き彫りにしている。この作品のベノレソナは、時には主人公の農夫であり、時には信

仰を説く説教師であり、時には愛冨詩人ともなる。ベルソナは次々と入れ替わり、結末に向か

うにつれて語りの調子は間違いなく高められ、田舎の農夫は愛国心を叫ぷ詩人に変質して作品

は終わる。このようなベルソナの変化と作品の展開から最終的に見えるものは、エピグラフと

第 lスタンザにすでに暗示されたように、都市の読者層をターゲット lこ、農夫の生活の素朴さ、

篤い信仰心、激しい愛国心をアピ ノレするというセンチメンタリズムと、パーンズのしたたか

な対読者意識である。パーンズは「天賦の才の農民詩人」や「高貴な野蛮人」というレッテノレ

を同時代のインテリ層から与えられて、パラッド蒐集熱の高まりやロマン派の台頭による自然

や野蛮さへの彼らの晴好を体現する存在に祭り tlJられた。しかし、 7ァーガソンの模倣に見

るバ ンズは、そのような役割を自ら演出していたかに見えるのである。

このようなパーンズの自己劇化としてもう一点気にかかるのは、この作品の詩型の整い方で

ある。アァーガソンの作品は 9行スタンザで韻をababcdcddと踏んでいるのに対L、パーンズ

の作品はababbcbccと韻を踏む‘SpenserianStanza'で構成されている。スコッツ語詩Atこち

とイングランド風文人たちに二分される時代にあって、英国詩人の裂の中で、スコットランド

詩人としてのアイデンティティを求める声高な叫びを結びとするというこの作品のスタイノレは、

パーンズの見せたほころび、または、二つの傾向のどちらにも与する、パーンズのしたたかさ

を示している。パーンズの模倣詩には、時代の晴好に迎合する彼の戦略が示されている。

3 パーパーからの詩形の模倣

ファーガソンの模倣で詩型について言及したところで、バーンズの詩型の巧みさについても

触れておきたい。スコットランド中世詩人ジョン・パーパーの‘TheBruce'の詩型!とパーンズ

の‘Tam0' Shanter'(1790)を比較する。

「ブルース」は1375年頃にパーパーによって書かれた、スコットランド文学史上初のスコッツ
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語による本格的な長編詩である。ロバ ト・ブルースことロパート一世が1314年のパノック

ノぐーンの戦いでイングランドのエドワード二世に勝利し、祖国の独立を勝ち取るというのが作

品のストーリーであるが、“A!fredome is a noble thing，" (ああ! 自由こそ尊きもの)(Book 

1: 225)という著名な一行が伝えるように、この作品は、自由の精神の体現者としてのヒーロー

像を形成することによって、独立国スコットランドのイメージ形成に大きく貢献した。雄々し

さと躍動感に溢れたこの作品のストーリ 展開をより一層効果的にしている秘訣は、パーパー

の用いた四歩格の二行連句の詩裂にある。英雄詩体二行連句に似ながらさらに軽快な四歩格の

二行連句の詩型は、作品全体にスピード感を与えている。出だし近くの原文を読んでみる。下

線は筆者による。

‘The Bruce， Book 1: a Preface' 

Quhen Alexander the king wes deid 

That Scotland haid to steyr and leid， 

The land sex yer and mayr盟丘笠

Lay desolat aftyr hys cl笠

Till that the barnage at the last 

Assemblyt thaim and fayndyt fast 

To cheys a king thar land to ster 

That off auncestry cummyn wer 

Off kingis that aucht that reawte 

And mayst had rycht thair king to be. (37-46) 

[From Roderick Watson， ed" The Poetry 01 

Scotland: Gaelic， Scots and English 1380-1980 

(Edinburgh UP，1995)] 

「アノレース第 1巻序J

スコットランドの導き手

アレグザンダー王の崩御のとき

誓って 王の御代から六年以上も

祖国は{昆乱のありさま

貴族たちは ようやく

一向に会して

祖国を導く王を選びにかかった

先祖が

王家の血筋を引いて

王たるにもっとも相応しい王を G出訳)

ところでパーンズは、祖国のヒーロ の活写に使われたこの詩型を、シャンタ村のー庶民タム

が酒に酔ってパブから帰宅する時に経験した超自然現象をおもしろおかしくうたった詩「シャ

ンタのタム」に利用Lている。昔馴染みの靴屋のジョニーとしたたか飲んで、風と雨が吹き荒

れる真夜中に、タムは愛馬メグに乗って女房ジーンのもとへと局ってゆくが、アロウェイ教会

の廃虚近くまで来ると、奇怪な光景に出くわ Lt，こ。魔法使いや魔女たちが踊っているのだ。彼

らが手に持った灯火で、タムはさらに奇怪な幻想を見る。引用下線部の詩型に注目したい。
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ιTam 0' Shanter: A Tale' Iシャンタのタム」

By which [a light] heroic Tam was able その明かりで、勇者タムが

To note upon the haly旦型空， 目にしたのは、聖餐台の上の、

A murderer's banes in gibbet airns: 首吊り鎖のついた、殺人犯の骨と、

Twa span-lang， wee unchristen'd bairns; 二つの、九インチほどの、小さな洗礼前の赤ん坊だO

A thief new-cutted frae a rape， 絞首縄から今しがた、切って降ろされたばかりの泥棒は、

Wi' his last gasp his gab did星盟主(129-34) 最期の息を吸ったまま、口をあんぐり聞けていた。

[From PoeticallVorks， vol. 1] 

タムが見る幻想は薄気味悪い死体ばかりではない。魔女たちは激しい踊りに汗をかき、服を脱

ぎ捨て下着一枚で踊り狂っているが、骨と皮ばかりの老婆たちにまじって若い魔女が登場する

と、タムは有頂天になる。

Till first ae caper， syne anither， 

Tam tint his reason a'血盟出竺z

And roars out， 'Weel done，豆並立三笠主!'

And in an instant all was dark: (187-90) 

跳んではね、はねて跳ぷ踊りが進むにつれ、

タムはすっかり無我夢中、 j思わず大声あげた、

「うまいぞ、下着のねえちゃんリ

とたんに、真っ暗闇。

忽然と現れたゴシックの世界とストリップショ まがいの目くるめくような非現実の美女の踊

り。酪訂したタムの頭がいっそう混乱するあり様が四歩格の二行連句の詩型によって巧みに描

写されている。パーパーの作品は雄々しさと躍動!蓄をこの詩裂で盛り上げているが、パーンズ

はパーパーの詩型を利用することによって、およそブルースと対照的な、タムのだらしなさや

庶民性といったものを一層際立たせせることに成功している。

パラッド、ファ ガソン、パーパーという 3つの視点からパーンズの模倣とそこからの逸脱

の技巧を辿ってみると、作品の物語についてはセンチメンタリズムと自己劇化の傾向を持ち、

他方詩型については安定したかっ効果的な用い方に乙だわるという、パーンズの詩作のスタン

スが明らかになる。この傾向は、ノてーンズが19世紀の技巧iJj(ノぜラッド詩人に先駆ける存在であ

ることを示している。パーンズは決して突然変異的に現れた天才農民詩人ではない。ここに

辿ったパーンズの模倣と逸脱の足跡、すなわち、彼の優れた変容力が示す詩人パーンズの本質

は、スコットランド文学の先人のさまざまなジャンノレとスタイルを模倣し利用し、そこに彼自
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身のオリジナリティを付加するきわめて技巧派の詩人としてのそれである。

注

1 本稿は、 2008年度カレドニア学会第2回研究会 (2008年6月初日、神戸海星女子学院大学)において、

「パーンズのパラッド詩」と題して発表した原稿を加筆訂正したものである。

2 園内の論評では、松井優子「パ ンズ以後白文学「ロパ ト・パーンズ」という不安J、『ロパート・パー

ンズ スコットランドの国民詩人j(木村正俊・照山顕人編、品文社、 2008年)に、パ ンズが彼以降白

文学に与えた影響が現在の評価から的確にまとめられている。

3 Gerard Carruthers and Christopher Whyte，白En1ightenrnentand Vernacular'， Scottish Literature in 

English and Scots， ed. Douglas Gifford， Sarah Dunnigan and Alan MacGillivray (Edinburgh UP， 

2002) 112. 
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伏見一彰

(はじめに)

米国経済白書の第6章の「米国の資本収支黒字」で、米国の資本収支黒字の現状を眺め、黒

字となる理論を解説し、最後に米国の直面する諸問題を列挙している。

しかし、資本収支の理論面の解説には潤違いがあり、従って、結論部分(米国の直面する資

本収支諸問題)のうち、間違った提言が幾っか見られる。

議論を複雑にしないように、乙己で私の白書に対する批評を一言で表現すると次のようにな

る。

(私の結論)

私が思うに、米国経済白書の第 6章の分析の理論的根拠が間違っており、従って、これから

得られた白書の結論も幾つかの間違いがある。

最大の間違いの第ーは、資本収支黒字(外資の流入)の原因は経常収支赤字の帰結であると

いう、経済学の初歩的な見方を見過ζ して、資本収支不均衡が経常収支不均衡を引き起こすと

いう、逆に解釈する間違いをしている。つまり、米国経済が海外資本から見て投資する魅力が

あるから、米国に外資が純流入して、その結果が経常収支赤字に帰結するのではない。

勿論、米国経済に魅力があって、外資(日本や産油国、中国などの資本)が米国に投資する

ことはあり得るし、現に現象していることである。しかし、流出入の純合計(差引き数値〕を

みれば、経常収支赤字の国が流出超過(資本収支赤字)となることは理論上有り得ない。

以上が私の白書に対する批評の最重要点である。

なお、私が検討した，06年版米国経済白書」は日本語版の，2006完全収録、米国経済白書、

週刊エコノミスト J(毎日新聞社)による。
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以下では、最初に、白書の第6章の概要を述べ、次いで、米国の経済の動向を経常収支と財

政収支の視点から眺める。次に、白書の記述の中で私が疑問と思う館所を取り上げて批判を加

え、米国の資本純流出入の現状に関する私の見解を述べる。最後に白書第6章の概要を紹介す

る、という構成をとる。

私の意見の中で特に強調したいととは、白書のISパランス方程式に対する見方には間違いが

あり、間違った解釈から導かれた結論・提言には幾っか重大な間違いがある、ということである。

日本人は得てして、欧米の学説を無条件に正しいと信じて、その思い込みの上に立って自ら

の理論を構築するという行動をとるこれではいけない。欧米で生まれた理論だろうと、誰が考

案した学説だろうと、全てについて自らの頭脳で確かめる慎重さを持たなければならない。

およそ、自分のことは自分で処理するのが道理である。学聞についても河様だ。自らの頭を

使い自ら判断する。他人の研究成巣をただひたすら信奉しでも将来の発展はない。

1.第6章(米国の資本収支黒字)の要旨

米国経済白書、 06年版の「第 6章、米国の資本収支黒字Jには、前書きとそれに続いて 6項

目に分けて説明している。第 6項目はそれまでの 5つの項目の検討結果に基っく結論となって

いるo

「第 1節、グロ パJレな資本移動 原理」では資本の純流出入が発生する原因は、投資対象

国の投資魅力や、各国の貯蓄・投資の不均衡の存在である、と述べている。

「第 2節、グローパノレな資本移動一一最近のパターンJでは、最近の資本移動の傾向を観察し、

ドイツ、日本、中国などの主要な資本純輸出国を現状分析している。

「第 3節、グローパJレな資本輸出国」では、主要な資本純輸出国のドイツ、 B本、中国、ロシ

アと産泊留の 4力国の綬済構造の特徴を分析・解説している。

「第4節、米国と純資本流入」では、米国の資本流入の現状と、世界に占める米国の割合を観

察し、その金額ゃ対GDP比が上昇していることを指摘している。米国への資本流入の原因を白

書は、①米国経済の魅力の強さ、②米国内貯蓄率が低く、逆に諸外国の中で高い貯蓄率の国が

あること、③日本、ドイツの成長率が低いこと、④米国金融市場規模が大きいこと、⑤世界で

米ドルが広く使用されている乙と、を挙げている。

「第 5節、米国の資本移動の維持可能性Jでは、米国は投資対象としての魅力を維持する限り、

いつまでも純流入(経常赤字)を続けることができるであろう。資本流入の維持可能性(限度)

を計る指標としては、対GDP比などがあるが、明確な指標は存在しない。将来予測には、米国

への資本流入が急減する予測や、緩やかな縮小(軟着陸〕の予測がある。米国と外国の政策調

整によって緩やかな縮小が実現することが可能だろう、と解説している。

最後の「第 6節、結論」では、それまでの分析した結論から得られた 4点を指摘・提言して

いる。
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2.変動棺場申j移行から現在までの米国経済の動向
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白書の内容を評論する前に、変動相場制に移行した1971年から現在 (2008年)までの米国経

済の動きを、経常収支と財政収支の視点から眺めておくのが役に立つ。裏付けとなる統計数僚

は「表 21ム「図 21J、「図 22Jである。

([) 1971年から現在までの米国経済は、概ね次の 4期に分けることが出来る。なお、各期を

区別する年は厳密ではなく、概ねこの年前後に分かれると理解してほしい。

① 第 l期;1971年から1979年までの期間で、乙れは米ドルの金交換停止宣言がもたらし

た罰定相場制から変動相場制への移行時から第 2次石油危機混乱期までの約10年間であ

る。

変動相場制に移行した結果、従来から(少額ながら)経常収支赤字を続けていた米国

通貨・ドルは主要通貨に対して大幅に下落した。とりわけ、貿易黒字が続く日本の通

貨・円に対して大きな下落を記録した。

70年代までは、概ね黒字基調にあった経常収支は、 81年の50億ドル黒字から82年は55

億ドノレの赤字に転じて、その後は更に赤字額を増やした。

財政収支は従前から赤字を記録していたが絶対額は小さく、事実上の均衡財政を維持

していた。 70年代後半から財政赤字額が少しずつ増大傾向となっていたが、赤字額は最

大でも737億ドノレ規模 (76年〕に過ぎなかった。 80年代に財政赤字は 1桁多い赤字額に転

移して現在に至る。

1970年代は 2回にわたる石油価格の高騰が世界経済を混乱させた時代であった。

②第2期;1980年から90年までの10年間の期間である。この時鶏はレーガン大統領が

「強い米国(軍事力)、強いドノレ(経済力)Jを確立しようと努力した時期である。

1978年から始まった第二次石油危機によって、再び世界はインフレと不況の波の呑み

込まれた。米国レーガン政権は悪性インフレで高金利に襲われたが、「強いドル(ドノレ為

替相場高)Jを維持するためにも高金利が不可欠だった。

1980年から85年までの 5年聞は割高米ドノレ相場と高金利が持続した。

レーガン政権は 2期目に入った1984年から綬済政策の方向を180度転換した。それま

で強いドノレを巨指して割高ドノレ相場を続けた結果、米国の国際競争力は著しく劣化し、

貿易・経常収支が極度に悪化した。

年間数十億ドルの規模で推移していた米国の経常赤字は82年頃から急増した。 81年は

50億ドノレの黒字だったが82年に55億ドルの赤字に転じ、 83年にはー桁大きい386億ドル

赤字になり、 85年には更にー桁増やして1181億ドルの赤字を記録し、それ以降も赤字増
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加傾向を続けて現在に至る。

割高なドノレ相場を維持することが不可能なことを倍った米政府は、レーガン政権の第

2期に入ったのを期として、一転してドル安誘導(プラザ合意)政策に転換した。

割高のドノレ相場によってもたらされた巨額の貿易・経常赤字に危機感を抱いた米政府

は、最大の赤字を記録していた日本に攻撃の的を絞り、日米貿易摩擦問題が深刻な政治

問題にまで発展した。

米政府は日本に対する圧倒的に優位な立場を最大限に活用して、日本に対して強引と

思われる強い要求をつきつけた。日米の特別の関係で、日本は米国とは対等に外交交渉

することが出来ない。日本は米国の無理難題を飲まざるを得なかった。

深刻な日米貿易摩擦問題は90年代半ばまで続いた。バブノレ景気の破裂と、強引な米国

の要求に屈した結果日本経済は疲弊していった。日米貿易・経済摩擦問題は日本の大不

況という形で日本の全面敗北で終結した。

レーガンの第 2期に始まったドル安政策(プラザ合意、 1985年)と、日米貿易摩擦交

渉によって日本から引き出した臼本企業の対米投資(企業進出と財務省証券購入)に

よって、米国は90年代の経済復活を実現することとなる。

なお、 90~91年の極めて短い期間、米国経常赤字は劇的に縮小・解消した。その理由

は90年に勃発した湾岸戦争によるものだから、長期の傾向を研究する時は、この時期は

分析からはずさなければならない。湾岸戦争でイラクと戦った主力は米国だが、米国は

世界からイラク攻撃の正当性を認められ、国連軍として行動した。国連加盟国のある国

は軍隊を出し、ある厨は戦費を「貢献費」という名目で米国(国連)に提供した。日本

は軍隊を派遣しなかった代わりに、世界で最大の90~130億ドルの資金を提供した。

当時、米国が貢献費として獲得した資金は600億ドルと推計されている。戦争は貿易

を活発化させる。

米国が獲得した「貢献費」は米国の経常収支に吸収されて、その結果米国の経常赤字

が一時的に改善したと恩われる。

③ 第3期;1991年から2000年までの期間である。乙の時期は、米屋経済は患の長い経済

成長を実現した。その原因は、日本企業の対米i輩出(直接投資)と米国債購入(証券投

資)による、資金不足解消であった。これに、|日社会主義国の市場経済化とNAFTAの

成立による市場拡大効果と、 IC革命と呼ばれる新商品開発効果カリ川わった。

米国が世界で圧倒的に強い分野に金融がある。皮肉なことだが、米ドノレが金 (GOLD)

との交換を停止して世界が変動相場制に移行した時、多くの人は米ドルに対する信頼が

劣化するだろうと予測したが、それは完全に的外れであった。主要国が全て変動相場制

に移行し、金ゴールドとの交換性もなかったから、世界における米ドルの信頼は更に高
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長大の懸念材料であった米国経常赤字問題は、日米貿易交渉の(米国側の)成功によっ

て、当面、封じ込めることの見通しが立った。

米国は自らの圧倒的に強い金融の自由化を日本はじめ世界に要求し、多くの成功を得

た。この当時、強い成長を続けていたアジア諸国に金融自由化を要求し、市場を開放さ

せる己とに成功した。

米資本は発展著しい市場に大挙して進出し(対外投資し)、株高、不動産高を享受して

巨額の利益を獲得したが、これら高度成長田の将来に不安が出てくるや、一挙に資本を

回収して、投資対象留に甚大な経済被害を与えた。 1997年夏に勃発した東アジア通貨危

機がそれである。

日本にも金融自由化を要求して、日本政府の同意を取り付けた。その結果が、平成不

況下における日本金融機関の経営破綻と米国資本による買い漁りであった。米国ファン

ドは瀕死の僚にある日本の金融機関を拾い上げて、残った肉を食いちぎり、只同然で獲

得した日本金融機関を立て直して巨額の利益を獲得することに成功した。

④ 第4期，この時期は2001年から現在 (08年末)にあたる。 2001年に米国を襲ったテロ

事件 (9. 11同時多発テロ事件)はこれまでの米国の地位を大きく揺るがした。

テロとの戦いで、 77ガンに軍隊を進め、 03年にはイラクに対して戦争を始めた。し

かし、米国は90年の湾岸戦争の時のような国連軍の編成に失敗し、河盟国による戦争支

援しか獲得できなかった。巨額の戦費が米国経済を圧迫することとなった。

米国は自匿の安全保障措置を強化する必要に迫られ、これが財政負担増と海外資本の

米国への投資意欲の減退をもたら Lた。

米国の安全に対する世界の信頼が損なわれた結果、世界の対米投資に陰りがではじめ

た。

米国がこれまで強力に推し進めてきた市場自由化・金融自由化政策にも大きな綻(ほ

ころ)びが見え始めた。米国の市場原理主義・経済自由化一辺倒の政策が逆の方向に転

び、国内で不正投資・詐欺まがいの経営が横行した。不正経理を行ってきたエネルギー

産業のエンロン社などの倒産が続発し、乙れが米国への信頼を著しく損なわせた。

財政赤字はいよいよ巨額となり、貿易・経常赤字も一段の悪化をたどっている。

(訪 米国式の経済改革(市場原理尊重・自由化推進)の失敗が誰の目にも明らかになったの

が、 07年夏に発覚したサププライム・ローン問題に端を発した金融不安である。

常軌を失した経済自由化が詐欺まがいの金融商品を生み出し、世界規模の金融自由化の

結果、これが全世界に広がった。震源地の米国の巨大金融機関が経営破綻したのは止むを

得ないと Lても、米国の創造した詐欺まがいの金融商品を大量に購入した欧州も莫火な損
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害を発生した。

世界規模の深刻な金融不安は世界経済を課題に収縮させ、実体経済が急速に悪化し、サ

ププライム・ローンの被害から免れた日本綬済にも大きな影響を及ぼし始めている。日本

の主要企業の業績は急速に悪化し、外人の株式大量売却によって、異常な株価下落を引き

起こしている。

サブプライム・ローン問題は単に市場経済の行き過ぎがもたらした問題ではないととを

認識すべきだ。米国の巨額な経常赤字によって、米国は海外からの資本流入を余儀なくさ

れる運命にある。 21世紀に入ってからの米国の諸問題が海外資本の対米投資にためらいを

もたらしてきた。乙のため、米国はより魅力的な投資物件を世界に提供する必要にi自られ

ていたのである。

これが詐欺まがいの金融商品の開発であった。詐欺まがいの行為によって首謀者が被害

を受けるのは当然と Lても、善意の第3者の世界を巻き込んだのは、米国の大きな責任で

ある。

世界は公的資金の投入によって金融不安を解消するしかないだろうから、今後米国の財

政赤字は更に悪化し、欧州諸国も同様の状況に陥っているから、この金融不安を解消する

には長期を要することは間違いない。

正気を逸した過大な自由化を是認し推進した当時の米国中央銀行(連邦準備銀行)総裁

のグリ ンスパンは fl00年に一度の危機的状態」と表現した。百年に一度かどうかの議論

はともかく、極めて異常で深刻な経済状態にあることを、グリ ンスパンは語ったのであ

る。

(図 21)米国の経常・財政収支の推移 (1斜8年-) 個 -22)日本の経常・財政収支の推移(194時:-)
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上の個所で、白書の「第6章、米国の資本収支黒字」の概要と、それに対する私の疑問点を

幾っか、簡単に述べた。以下では、白書の第 6章の記述に対する私の疑問点を詳しく述べ、幾

つかの間違い点を指摘する。

(1) 疑問点の一つ目は、次の記述である。

「国内外における国民貯蓄(国内貯蓄)と園内投資パターンがある。園内貯蓄・投資パラ

ンスに結びつけるのは、~~接合的である。J (P. 121) 

(私見)

ここで「整合的」という意味は、「正しい一つの見方て‘ある」という意味と解釈される。

しかし、資本収支流出入の原因を貯蓄・投資パランスにみるのは、理論的に間違いである。

この点について私は、これまでの幾っかの論文で指摘してきた。

(2) 疑問点の 2っ目は、次の記述である。

「グローパノレ資本移動のバランスの安定化を促進することは、幾つかの国における措置

が助けになるであろう。米国は圏内貯蓄率を引き上げるべきである。ヨーロッパと日本は、

成長実績を上昇させ、より魅力的な投資先になるべきであるJ(P.121) 

(私見)

との記述には疑問がある。言葉に衣を着せずに言えば、この記述は、米国が世界経済の

主役であり、その他の諸国はその脇役であることを無言で示す米国の倣慢さのなせる表現

である。なぜなら、

① 「米国は国内貯蓄率を引き上げるべきである」と述べている個所についてである。白

書は貯蓄率を引き上げれば、純資本流入が縮小すると言うのだが、それは正しいか。

結論を先に言えば、それは間違いではないかもしれないが不正確であると、私は考え

る。米国貯蓄率と海外からの純資本流出入とは理論的な因果関係はないからである。

資本収支の流出入の発生原因は、唯一、経常収支の状態に依存する己とは、上で私が

指摘した。この白書自身も「経常収支=資本収支Jであることを正しく指摘している。

故に、国内貯蓄率が資本収支に影響を与える筋道は、「国内貯蓄率変動→経常収支変動

→資本収支変動」という事になる。

それでは貯蓄率の変動が必ず経常収支(貿易収支など)を変動させるかと言えば、そ

れはない。貿易(経常)収支変動と貯蓄率変動とは理論的な因果関係は存在しないから

だ。

貿易収支は輸出・輸入で決まるが、貯蓄率変動を輸出・輪入との間には明確な因果関

係は存在しない。

白書は「米国内貯蓄率を高めれば、米国が海外から資金調達を余儀なくされている資
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本流入分を園内貯蓄で代替できることとなるから、純資本流入は減少する効果があるj

と漠然と想定しているように思われる。もし、そうであれば、間違いである。何度も繰

り返すが、純資本流入は経常収支赤字から必然、的に発生する現象であって、園内貯蓄に

代替されるものではない。

このように、白書の記述には疑問がある。

もっとも、両者の聞に全くの因果関係がないかと言えば、そうではない。貯蓄率の変

動は(最終)消費の大きさに影響を及ぼすから、消費のある部分が輸入品に向かつてお

れば、貯蓄率変動が輸入金額に変動を及ぼし、貿易・経常収支に変動を与える。

あるいは、長期的な視点からみて、貯蓄率を上昇させて消費を縮減し、設備投資を拡

大すれば、数年後には生産力が増大して輸出増加を実現して、貿易・経常黒字要因に作

用することは考えられる。

このような流れは一般的に観測される現象だろうから、白書が「米国は国内貯蓄率を

引き tげれば、米国の純資本流入は減少するだろう」という趣旨の見解は正しい。

しかし、経済理論からみると、輸出入と貯蓄(率)との間には明確な因果関係は存在

しない。例えば、日本の貯蓄率は米国よりも高いのだが、慢性的な貿易・経常収支黒字

が続いていることを見れば卜分だ。日本の貯蓄率が高かろうと低かろうと、必要とされ

る石油や鉄鉱石などの必需品輸入額・数量には直接の関係がないことは明らかだ。

この考えをもって現実を眺めると、どういう解釈が成り立つだろうか。もし、米国が

貯蓄(率)を引き上げれば、米国の輸出が増大し、翰入が減少し、貿易・経常収支が黒

字化の方向に向かうだろうかと考えてみる。

確かに、貿易・経常収支黒字傾向に作用することは間違いないだろうが、米国の貿

易・経常収支を均衡させる水準にまで劇的・効果的に動かす乙とが可能だろうかと言え

ば、それは不可能だろう。何故なら、米国は巨額の石油を輸入することが不可欠であり、

日本などの海外から自動車や家電製品など、重要品目の多くを海外商品に依存しており、

貯蓄を増大して消費を削減しても、これら商品の翰入が赤字を帳消しにするほどに効果

的に削減することはほとんどあり得ない。輸出が劇的・効果的に増加するとは到底考え

られない。

乙のように、経済理論的にみても、現実経済状況をみても、白書の提言・意見は間違

いとは言えないまでも疑問ある不正確な記述である。

②次に白書の「ヨ ロッパと日本は、成長実績を上昇させ、より魅力的な投資先になる

べきであるJという記述に関する疑問である。
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この記述の意味は、「もし、ヨーロッパや日本の海外からの投資対象としての魅力が高

くなれば、これまで米国に流入してきた世界の投資が欧州や日本に流れ込み、米国への

資本流入が縮減するだろう」ということを言いたいように恩われる。

もし、そうであれば、白書の考えは間違っている。

なぜなら、一国の純資本流入の発生の原動力(原因)は、唯一「経常収支赤字の発生」

にあるからだ。経常収支赤字国に海外からの資本流入があるのは、赤字国の投資対象と

Lての魅力があるからではなく、純資本流入を必然・不可避とするからだ。

経常収支赤字の国が投資先としての魅力があれば、海外投資家は自発的に直接投資や

証券投資を決断するし、米国が投資先としての魅力がなければ、米国は不足する資金を

海外から獲得するために、必死で投資先として魅力のある条件を備えるように努力Lな

ければならない。借入金利を引き上げるとか、海外投資家が喜ぶような投資物件を提供

するとか、これまでは安全保障の視点から海外投資の対象から除外していた国内物件・

企業を投資対象に含めるとかである。

それでもなお、経常収支赤字を補填するに足る海外からの純資本流入金額を確保でき

ない時は、米政府は膝を屈して海外政府・企業や国際金融機関から資本借入などを要請

しなければならない。

米国は海外政府やIMFなどの国際融資機関から、厳しい借入条併を受忍しなければな

らない。丁度、 1997年に勃発した東アジア通貨危機に襲われた東アジア諸国が経常収支

赤字に陥って、頼みの海外の資本が流出して資本不足に陥り、乙の資金不足を補填する

ために、 IMFから厳しい借入条件を受忍して借入れたのと悶様に、である。

経常収支赤字国の投資対象国としての魅力の有無は外資受入れ条件に違いが生じるだ

けであって、投資魅力の有無が外国からの純資本流入の発生の有無を左右するのではな

い。

tの白書に記述が間違いであることを更に説明すると、もしも、経常収支黒字国であ

る欧州や日本が海外投資対象としての魅力を高めたとすれば、欧州・日本には海外から

投資が増大するだろうが、それが発生しでも、欧州・日本の経常収支黒字にはいささか

の変化も無く、経常収支黒字国には投資対象としての魅力とは無関係に経常収支黒字額

だけの資本純流出が発生する。

これまで、米国へ投資していた海外投資資金が欧州・日本に投資されれば、米国への

資本純i流入が縮減して、米国は資金不足に陥り、何もしなければ米国経済は破綻する。

乙の破滅から米国が逃れるには、自国の投資対象としての魅力を更に高めなければなら

ない。借入金利を更に引き上げたり、海外投資家が米国への投資を選好するような条件

を付与しなければならなくなる。
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ここから明らかなように、「欧州や日本は成長実績を向上させ、より魅力的な投資先

に」なれば、米国の純資本流入が抑制されるかのような白書の説明は間違いである。

なお、念のために付言すると、白書の説明するように、経常黒字国(欧州や日本)が

海外からの投資の魅力を高めれば、やがて経常黒字が縮減して資本輸出額が縮小すると

いう流れが全く無いわけではない。

仮設例で示せば、例えば、経常黒字国が金利を高めて投資対象固としての魅力を高め

れば、高金利が園内生産活動を抑制して翰出が減少して、貿易黒字が縮減し、やがて貿

易赤字化する場合である。あるいは、綬済成長を高めて景気が過熱して輸入増大をもた

らし、貿易黒字が縮減し、貿易・経常赤字に至る場合である。

この様な場合は、経常黒字国はやがては経常赤字に転落して資本流入国に転換するが、

己の流れをもって、「経常黒字国が投資対象匿としても魅力を高めれば資本流入国とな

るJというのは、「風が吹けば桶屋が儲かるjの類の強引な説明で乱暴な議論という他ない。

(3) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 3 つ目は「中国を含めて~~アジアにおいて~

~金融セクターを改革することは、その地域の将来の成長を高める己とによって、圏内需

要の役割を高めるかもしれないJ(P. 121 ~ 122)と述べている伺所である。

(私見)

確かに、金融セクタ がより適正な状態に至れば、金融効率が高まり、ひいては一国全

体の経済成長を高める可能性はある。

しかし、資本流出入(資本収支)を是正する問題の検討の部分で、一国の経済成長が高

まれば、回り回って資本収支・経常収支を均衡に向かわせるだろうというのは、全くの的

外れである。経済成長が高まれば、反対に国際競争力が高まって輸出が促進されて経常黒

字を拡大させるかもしれない。

白書の乙の記述には、米国政府がアジア諸国の金融を自由化させたいという別途の長期

目標があって、その思いがほとんど関係の無い白書の研究部分にも投影されたに過ぎない

ように思われるo

要するに、この個所の白書の記述は無意味で、疑問ある記述である。

(4) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 4っ目は「純資本輸出国は、利益が上がると期

待される国内投資機会を上回る国内貯蓄の供給を行うJ(P.122)という記述(，グローパ

ノレな資本移動 原理」の冒頭部分)、及び、「国内貯蓄に対して国内投資が相対的に増加

すると、資本収支黒字が拡大し、経常収支が悪化するであろう。逆に、国内貯蓄が国内投

資に比して増加すると、資本収支が赤字化し、経常収支が黒字化するであろうJ(，グロー
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私が推測するに、この記述の考えの背景には II'Sバランス論J(貯蓄投資均衡論)があ

る。投資を上回る貯蓄があるから、経常黒字が発生するという考えがこれである。貯蓄投

資均衡論をこのように解釈するのは間違いであることは、私は過去の論文で多数指摘した

(IISパランス方程式の経常収支・貯蓄投資差額・財政収支の関係の意味J(九州共立大学

経済学部紀要第67号。 97年3月)、「国民所得と国際収支との関係j同紀要第106号、 06年10

月ほか)。

なぜ、この理解が間違いなのか、ここで簡単に説明すると、誤解を招く原因に二つあっ

て、この 2点について、白書は誤解しているのである。

誤解を招く 2つの原因の第一点は、「投資不足、ないし、貯蓄過剰が経常黒字を引き起こ

しているjという因果関係を構築する乙との間違いである。国民所得理論のいう「貯蓄投

資均衡論」、即ち、

「貯蓄投資=経常収支」

というプi穏式はこれらの 3要素の恒等式であって、何らの因果関係を示していない。と

乙ろが、一部の専門家はこれを因果関係を示していると誤解して、上のような主張に発展

させている。これから更には、「経常収支黒字(赤字)を縮減するためには貯蓄を減らして

(増やして)投資を増大(縮減)させなければならない」と、誤解を更に重ねていく。

上の方程式・恒等式には何らの因果関係を示していないのだから、上に述べた誤解の

「投資不足、ないし、貯蓄過剰が経常黒字を引き起こしている」という解釈もできるし、

「経常収支黒字が過剰貯蓄・過小投資を招いている」という解釈もできる。嬰するに、何

の問題究明にはならない。

誤解を招く 2つの原因の第二点、は、用語の混乱である。国民所得理論でいう「貯蓄、投

資」には特別の意味・定義がなされていて、この意味は日常で使われる「貯蓄、投資」の

意味と相当に異なる。異なる対象物に同ーの単語を与えて、両方を混同して議論すれば混

乱が起きるのは当然だ。

白書が使用する「貯蓄、投資」は国民所得理論の定義に従った用語の使用なのに対し、

読者の方は、それとは違う意味で考えているから、無用な混舌Lが起きる。

国民所得理論にいう「貯蓄」とは「所得のうち、(最終〕消費に向けられなかった部分」

をいう。

例えば、個人・家計が所得の一部を消費し、残余を銀行預金した場合は、その人には「貯

蓄Jであるが、国民所得理論の定義では必ずしも貯蓄に分類されない。偲人が預金した資

金を預かった銀行が消費者ロ ンに回して第三者に融資すれば、それは貯蓄ではなく消費
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に分類される。

売れ残りが発生しても、最初から意図して来月・来年の販売を目指した長期計画で在庫

を積み増すのとは、経営者にとっては大きな遠いだが、国民所得理論では等しく「在庫投

資」として定義される。

あるいは、輸出品を生産すれば、これは園内で消費・使用されないから貯蓄(投資)に

分類される。当初、園内で活用(購入)する予定で生産した商品が、その後の状況の変化

で園内の購入を削減して翰出に回せば、「強引な輸出」という非難は的を得ているかもしれ

ない。が、同じ輸出でも、外国から注文があり、国内企業がそれに応えて輸出品を生産し、

世界に輸出するのは、「強引な輸出だ」と非難される筋合いはない。

国民所得理論の定義によれば、純翰出(貿易黒字)は「貯蓄投資jに一致する外ない

のである。

常識では区別できる輸出発生の違いは、国民所得理論にはない。輸出超過の場合は一括

して貿易・経常黒字となり、輸出品の発生は全て貯蓄と分類されるから、「貯蓄超過が貿易

黒字を生み出している」という可笑しな主張になり、「過剰j貯蓄を是正すれば貿易黒字・資

本輸出は解消するJという間違いの主張に発展する。専門知識に乏しい一般市民は「貯蓄

過剰が貿易黒字を引き起己している」と主張されると、「私が今月、銀行lこ預けた貯蓄が貿

易黒字の原因となっているようだ」と誤解することになる。「わが社の内部留保の積み増

しが貿易・経常黒字の一因をなしたようだ」と誤解することになる。

白書の記述はその意味で界が深い。

問題なのは、専門家が意識しでかしないのかは不明だが、日常生活で使用する「貯蓄、

投資」の意味と国民所得理論で定義する意味が違うことを無視して議論を進め、無用な誤

解と混乱を招いていることである。ある専門家は誤解を承知で解説して故意に間違いを引

き起こし、ある専門家は自らこの混河に気付かずに間違った意見を正しいと思い込んで意

見を発表している。

己の白書がどちらの間違いを犯しているかは判然としないが、記述の内容から推測する

と、著者自らが誤解・間違いを犯しているように息われる。

次に、「国内貯蓄に対して箇内投資が相対的に増加すると、資本収支黒字が拡大し、経常

収支が悪化するであろう。逆に、国内貯蓄が国内投資に比して増加すると、資本収支が赤

字化し、経常収支が黒字化するであろうJ(P. 123)という記述は、次のような表現と同じ

だから、無意味な表現だ。

「国内で生産した分が国内での購入を上回れば(純)輸出を発現して経常収支は黒字化し、

資本収支が赤字化するであろう」という意味に過ぎない。

更に、この記述が無意味だけでなく、誤解を招くのは、資本収支赤字・黒字が発生した
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後、経常収支黒字・赤字が発生するかのような流れで述べている点である。資本収支の流

れは自発的だが(例えば、外国投資ファンドが自らの判断で日本株に投資するなどの絞営

行動は自発的だが)、純概念の資本収支はそうではない。最初に絞常収支不均衡が発生し

て、その補填をするために純資本流出入が起こるのである。

以上を要するに、経常収支の黒字・赤字が資本収支を動かすのであって、その逆ではな

い。綬常黒字国であっても海外から圏内への投資が発生するのが通常の状態である。恒常

的に経常黒字国の日本でも、これまで、外資が日本企業を買収してきた事例がこれである

し、日本政府は現在、外国から日本国内へ企業立地を促進させる政策を講じている。

このような、経常黒字国へ海外から資本が流入する事態が発生する時、日本の経常収支

黒字が縮減するかといえば、そうではない。

事態はその逆であって、経常黒字が発生するから、国内に流入した外貨を海外で運用し、

海外投資する状況を招くのであって、日本が対外投資する結果、経常収支が黒字になって

いるのではない。

乙の点について、なお疑問を抱く研究者がいるかも Lれないので付言すると、中長期的

に眺めれば、海外からの資本流入(資本収支赤字の発生〕が将来の経常収支を黒字傾向に

結びつくことはあり得る。しかし、乙の現象が期待されるのは、短期ではなく、中長期的

な現象である。

例えば、某国が対外借入れや外国からの投資を受け入れて、これがやがて、輸出商品を

生産して貿易黒字を結果するという場合がある。しかし、これは工場が建設されて、操業

開始される数年後からの現象である。本年中に発生した資本流入が本年中の経常収支を黒

字化することは有り得ない。

(5) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 5つ目は「これらの国(私注;資本輸出国のド

イツ、日本、中国及びロシア)は巨額の貯蓄を他国に輪出した」という記述である (p目 125.

「グローパノレな資本輸出国」の冒頭部分)。

(私見)

私が思うに、ここで言う「貯蓄」の意味は、日常用語の貯蓄の意味ではなく、国民所得

理論が定義する「貯蓄Jの意味である。

国民所得理論でいう「貯蓄」は、「国民所得のうち、最終消費に回らなかった部分」であ

るから、己の中には日常用語の「貯蓄jも含まれるL、含まれない分もあるし、日常用語

では貯蓄とは言われない「在庫積み増LJもあるし、「純輸出(貿易収支)Jも含まれる。

白書は専門家だけでなく一般市民も読むから、乙の貯蓄定義の違いについても、白書は

分かり易く解説して誤解されない努力をなすべきと思うが、それがないのは、白書の著者
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や発行者(米国政府)の怠慢と言わざるを得ない。

(日) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 6つ目は、日本の分析に関する部分の「日本の

最近の純資本流出の伸びは、国内投資率の低下から主として生じたものであるJ(P. 125) 

と判断を下し、その根拠として、 95年から例年までに、日本の圏内貯蓄率が対GDP比30%

から28%へ、マイナス 2%ポイント低下したのに対し、園内貯蓄率は同じ期間、 28%から

24%に低下したため、「貯蓄投資差額=貯蓄率30% 投資率28%Jは2%の貯蓄率超過から、

04年には 4%ポイントの貯蓄超過へと拡大したことを述べて、「この貯蓄・投資差額 一日

本の貯蓄の超過供給 の拡大によって純資本流出が増加し、経常収支黒字はそれに応じ

て増加したのであるJ(P. 126)と解説している。

(私見)

私が思うに、この各種統計数字は間違いないとしても、この統計に基づいてなされた結

論には疑問がある。

疑問の一つは、既に私が何度も指摘してきたように、白書のいう「貯蓄」、「投資Jの意

味は、日常用語の「貯蓄j、「投資」の意味と異なるが、白書はこの違いについて何の説明

もなしていないから、読む者に誤解を招く恐れがある。片手落ちないLは、思慮に欠ける

記述である。

疑問の二つ日は「貯蓄超過の発生によって純資本流出が増加し」た、と白書は解説して

いるが、そうではない。

上で私が指摘したように、 ISバランス方程式の「貯蓄投資=経常収支」には、これら

3つの要素潤の因果関係を意味するものではなく、単に恒等式に過ぎないから、「貯蓄超過

の発生によって純資本流出が増加したjという白書の記述は間違いである。

更に、それに続く r~~経常収支黒字はそれ(私注、純資本流出)に応じて増加したJ

(P. 126)という解説も間違いである。

経済活動の結果、経常黒字(赤字)が発生した結果、その不均衡を埋め合わせる目的で

資本収支赤字(黒字)が対応するのである。資本収支不均衡(黒字・赤字)が最初に発生

して、これを埋め合わせるために経常収支が動くのではない。

げ) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 7つ目は、「小泉首相の再選は将来の緩済改革の

見通しを明るくした。日本が持続的成長を達成できる程度に応じて、今後の純資本流出は

減速しそうである。日本の成長が強まるほど、海外に投資されるのではなく圏内に留まる

貯蓄のシェアは高まるであろうJ(P. 126)という記述で日本分析を結んでいる。

(私見)

この白書の予想は、結果としてはずれたことがその後の歴史によって現在 (08年末)明
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B書の予測の誤りの原因には幾っかある。その一つは、小泉改革は正しい政策であると

いう誤った判断をした己とである。これは結果論ではない。私は小泉内閣が成立して最初

に発表した構造改革を読んで、「これは間違っている。この政策を実施すれば、 B本は悲惨

な状態に陥るだろう」と判定した。 01年 6月のことである。

私は事案は重要だと感じて、小泉構造改革の潤遠いを I枚紙にまとめて、専門家や友人

に送付し、当時の市民講座で私の意見を開陳し、その後同じ内容を経済学部紀要(，パプJレ

経済が無かったと仮定した時の日本経済の適正規模試算(第 2回)J第96号、 04年 3月)に

投稿した。

「私の不幸な予測がはずれることを祈りつつ、この小泉構造改革批判を送付します。忌

僚のないご意見をお願いします」という文言を付して、専門家などに送付した。

残念なことに私の悲観的な小泉改革批判は当たった。株価は03年4月まで下がり続け、

平成不況はいよいよ長期化した。不況を脱出した以後も日本経済の成長は低率に留まって

現在に至っている。白書の小泉構造改革への期待がはずれたのは、結果論ではなく、白書

を書いた担当者の見方が間違っていたからである。

白書が小泉構造改革の正しい評価を間違ったもう一つの理由は、 IISパランス方程式」を

因果関係だと勘違いして、この間遠った意見の上に立って予測したととである。

侶) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの 8つ自は、 IBOX6 -1、経常収支と資本収支

の分析Jの囲み欄 (P.124)の記述に関してである。

白書は「経常収支(黒字)=資本収支(赤字)Jの説明には 2つあるとして、これを紹介

L-Cいる。

説明の一つは国際収支表から導き出す方法であり、もう一つは国民所得理論から導き出

す方法である。

(私見)

前者の国際収支からの分析は妥当だが、後者の国民所得理論に基づく分析には疑問があ

る。

国民所得理論に基づく分析で白書は、「国内投資が園内貯蓄を上回る時、その国には貯蓄

に対する超過需要があり、他国の貯蓄を引きつけることによって埋め合わせられる」と解

説している。

確かにこのような場合は現実経済でしばしば発生している。例えば、昭和30年代後半、

日本が東海道新幹線を建設した時、 B本国内には建設資金が不足していたので、国際金

融機関の世界銀行(IBRD)から建設資金を借入れた例がこれである。

しかし、この現象は個別に観察した投資である。年間の合計である純資本流出入(資
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本収支尻)は、貯蓄と投資の関係とは直接に関係しない。綬常収支黒字国の成長率が高

まって、海外投資家の投資魅力が高まったとすれば、個別に観察すれば、魅力ある投資

対象に海外の資金が流入するだろう。しかし、総合的に眺めれば、経常収支黒字国は圏

内の余剰資金を海外に流出しなければならない運命にあるから、年間の収支でみれば、

必ず純資本流出となる。投資対象の魅力と純資本流出入とは関係ないのである。

くどいようだが、一闘の純資本流出(資本収支赤字)となるのは、経常収支黒字が達

成した時に限られる。

従って、私はこの白書の解説は間違った解説であると考える。 AとBの二つの現象が

発生する場合に、「乙己からAという現象が発生するJという記述をすれば、それは不正

確というより間違いである。

(9) 白書の記述の疑問点、ないし、潤違いの 9つ目は、白書が結論のーっと指摘している「他

の多くの先進国と比べて高い成長率が、米国の対内純資本流入をもたらしているJ(P. 130、

「米国と純資本流入Jの「概観J)という記述、及び、「米国の高い成長率、外国資本を米

国に向かつて「押し出す」のを促進するJ(P. 131、「米国と純資本流入j の「米国への資

本流入の原因J)の記述である。

(私見)

私が考えるに、これは明らかに間違っている。何故なら、外国投資家から挑めて、米国

が投資の魅力が高ければ、個別に見れば海外からの資本流入(対米投資〕を増加させる。し

かし、年陪合計概念である「純資本流出入(資本収支尻)Jは投資対象の魅力とは無関係で

ある。

上で何度も説明したように、経常収支赤字は対外資本収支黒字を生み出すのであって、

投資魅力が強ければ、低金利などの有利な対外借入れが可能となるし、投資魅力が弱けれ

ば、高金利などの不利な対外借入れを余儀なくされることになる。

白書のこの記述は、個別の内外投資規模と年間総計概念である「内外純投資(資本収支)J

とを混同した間違った分析である。

QO) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの10番目は、，(米国の〕貯蓄率の低さは、園内投

資を賄うために外国の貯蓄を利用する必要を生じさせる。貯蓄に対する超過需要は、経常

収支に反映されているJ(P. 131、「米国と純資本流入」の「低位で低下していく米国貯蓄J)

という記述である。

(私見)

私が思うに、そもそも、国内投資に必要な資金を閣内で調達できない時は、海外からの
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昭和30年代、日本が東海道新幹線建設の資金が不足し、外国(世界銀行)から資金を調

達したのがこれに該当する。最近の事例では、ドーパー海峡の海底トンネルの建設を担っ

た外国企業が国内からの資金調達が出来ずに、日本からの融資を受けたのがこれである。

故に、国内貯蓄が増大すれば、圏内投資の資金をこれで賄うことが出来るという説明に

なるが、注意すべきはこれは国民所得理論に基づく分析である。ここでいう「貯蓄」、「投

資Jは国民所得理論で定義する「貯蓄Jであり、「投資」である。

上の個所で述べたように、国民所得理論でいう「貯蓄」は日常用語でいう「貯蓄」の意

味とは違い、，(最終)消費に向かわなかった部分」が貯蓄だから、「貯蓄」の中には「輪

出」分も含まれる。

従って、国内貯蓄(家計貯蓄や企業内部留保)を積み増ししても、必ずしも園内投資資

金を賄うことにはならず、従ってまた、海外からの資金調達を不要にすることにはならな

い。家計貯蓄・企業内部留保が増大しても、それが必ず国内に還流する保証はない。米国

企業が海外に投資することを防止することはできず、現に米国は綬常赤字の続く環境の中

で、世界中に海外投資を実施している。

「貯蓄」増が「翰出J増で実現すれば、園内投資lこ必要な資金を賄うことにはならない。

また、後半の記述の「貯蓄に対する超過需要は、経常収支に反映されているJという根

拠は、 ISバランス方程式の誤った解釈から出ている。これ自体は間違いではないが、全く

無意味な文章である。白書のこの記述には読者をして「貯蓄に対する超過需要・過剰投資

を解消すれば、経常収支赤字は是正されるJという間違った解釈を期待していると考える

外ない。

要するに、白書のこの記述は間違いか、少なくとも、不完全である。

ω 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの11番目は、「財政赤字拡大は、外国貯蓄に対する

需要をもたらし、そうして経常収支赤字に影響を及ぼしたJ)P. 132、「低位で低下してい

く米国貯蓄Jの最後段)の記述である。

(私見)

私が考えるに、財政赤字は民聞からの借入れを余儀なくされるから、その中には海外か

らの借入れも含まれる。とりわけ、米国は財政赤字(米国債)の相当に大きな部分を海外

からの資金流入(外国投資家の米国債購入)で賄ってきて年久しい。

この記述には問題はないが、疑問なのは後段の次の記述である。

後段の「そうして経常収支赤字に影響を及ぼした」という記述にも次のような疑問があ

る。
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財政赤字が海外からの資本流入を促進させる 要因にはなるが、財政赤字が必然的に海

外資本純流入を引き起こすわけではなく、経常収支赤字要因になるわけではない。

最も分かり易い事例は日本の現状である。日本は巨額の財政赤字を続けながら、経常収

支は黒字を続けている。財政赤字が経常赤字の要因にならないことは、乙の現実をみただ

けで明らかなのた、が、不思議なことに白書はこの間違いを犯している。

なお、経常(貿易)赤字と財政赤字とが同居する米国の現状を、ある専門家は双子の赤

字と名付けたが、己の二つの赤字の間には経済理論からは明瞭な因果関係はない。それに

も拘わらず、両者の聞に何か密接な関連があるかのような表現である「双子の赤字」とい

う用語が流行した理由は何だろうか。

それは、単純に、 1980年代の米国経済をみると、貿易・経常赤字と財政赤字の金額が奇

妙にも近似した数値がしばらく続いたことを眺めた素朴な解釈から生じたものである。

私はっとに、「双子の赤字」という、双方が連関しているかのような形容は間違いだ。両

者には何らの因果関係はない」という主張を展開して、論文に書き、学会で報告してきた

(前掲紀要論文など)090年代に入って両者の数字は大きく手離して、現実においても、両

者の関連がないことが証明された。

それでは米国において、経常赤字と財政赤字の数値が近似していた理由は何か。

偶々、世界金融市場の関係から、両者の数字が近似する結果となったという偶然の一致

もあるだろう。それ以上に私が近似した理由として考えているのは、米国政府の経済戦略

である。

即ち、米国は年々巨額の貿易・経常赤字を続けてきた。経常赤字とは米ド Jレの海外への

流出を意味する。海外に流出した米ドルが一挙に米国内に還流すれば、米国経済が混乱す

る恐れがある。

米ド Jレが海外に滞留したままであれば、やがて、世界の過剰流動性を招き、世界インフ

レを引き起己す。 70年代勃発した 2回の石油危機・石油価格高騰・国際商品価格高騰の真

の原因は、それまでに記録を続けた米国の貿易赤字の持続であったと、私は考えている。

2000年代に入って進行した第3次石油価格の高騰・国際商品価格の高騰の真の原因には

米ドルの巨額の垂れ流しにあると、私は推測している。

即ち、米政府は自習の貿易赤字が巨額化した80年代、これらの現象の発生を懸念して、

貿易赤字で世界に流出した米ドルを米国債を海外投資家に購入させるという手法で米国に

還流させることを考えたのである。経常赤字額と同額の国債を発行してその大半を海外投

資家に購入してもらい、回収した資金を財務省の金庫に保管して市場から切り離すという

綬済政策をとったのである。

しかし、 90年代に入って、ソ連の解体や日本の経済破綻などがあり、更には戦争特需が

あり、米国は世界経済に対する米国支配に自信を持ち、世界に流出した米ドルに危機感を
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持たなくなった。その結果が米経常赤字よりも少額の財政赤字の発生であり、米国債発行

客員である。

その結果は、世界中に過剰となった米ドル残高である。これが2000年代の第 3次石油価

格高謄と凶際商品価格高騰を招いたのである。

，(BOX6-3)財政赤字と貿易赤字の関連性J(P.l33)について私の意見を述べると、こ

の部分の解説には妥当な説明と疑問ある説明が混在している。

「財政赤字は貿易赤字と経常赤字を拡大させる。~~しかしながら、財政赤字が貿易赤

字及び経常赤字に与える影響は、かなり小さいかもしれないJ(P. 133)と述べているのは

概ね正しし、。

しかL、白書がこの見解を尊重するならば、「結論」の 4点の第 l点で「貯蓄率を高める

ために、米国は財政赤字を削減」すべきであるというのは、論旨が一貫しない。

「米国の財政収支と経常収支は河じ方向に動く事もあったが、ときは違う方向に動くこ

ともあった」として冷静に現状分析して、巷間言われる「双子の赤字論Jに腕曲に疑問を

呈している。しかし、明確に双子の赤字論の間違いの理由については言及していない。

わずかに、，80年代初めと 90年代初めには~~大幅な財政赤字を計上したが巨額の民間セ

クター貯蓄余剰が存在していたため、米国は経常収支均衡に近ついたJ(要旨)と解説して

いるが、乙の分析には疑問がある。

80年代初めは米国が巨額な経常赤字と財政赤字を記録する以前の持期であり、この時期

の二つの赤字はその後の巨額な赤字に比べると、極めて小さかった。己の特殊な時期を取

り出して「巨額の民間セクター貯蓄余剰が存在していたため、米国は綬'吊収支均衡に近づ

いた」と結論するのは危険である。

また、 90年代初めの経常収支赤字縮小〔ゼロに近づいた)の最大の理由は90年の湾岸戦

争の戦費に対して世界が巨額の貢献費を譲与したことである。日本とサウディ・アラビア

はそれぞれ90億ドノレの貢献費を米国に譲与した。この時期に米国が世界から譲与を受けた

貢献費は総額600億ドル程度と試算されている。

乙れが米国の経常収支黒字に計上された結果、この戦時に限って経常収支が縮小したの

である。「巨額の民間セクタ 貯蓄余剰が存在していたため、米国は経常収支均衡に近づ

いた」という分析には疑問がある。

02) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの12番目は、「原理的には、ベ米国が将来の成長を

高め、引き続き魅力的な対外投資先であることを促進する方向で純資本流入を使用する限

り、いつまでも純資本流入を受け取る(絞常収支赤字を計上する)乙とができるJ)P.134、

「米国の資本移動の維持可能性」の最初の部分)の記述の個所、及び、「米悶の資本流入は
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いつまでも継続できる~~J (P.135.同項の後半)という個所である。

(私見)

私が沼、う lこ、この解釈は経済理論から完全に間違っている。およそ、一国経済が健全に

活動するためには、経常収支を均衡させなければならない。これは議論の余地のない真理

である。

私はこれを一般市民に説明するのに、「借金は返済しなければならない。それは個人にお

いても、企業においても、国家であっても、王様であっても同様だ。経常赤字とは海外に

対する借金だ。だから、米国は早く経常赤字を是正する方向に進まないと、やがて経済破

綻することは間違いない。日本は米国との関係を希薄にする方向に動かないと、米国とい

う巨船が沈没するとき、その渦に巻き込まれてしまう」と市民講座などで解説してきた。

破綻することは間違いないが、米国が何時破綻に至るかは、周囲の状況や時代の流れ、

及び、米国経済力など多様な要素で決まるから、一概には言えない。何時破綻するかわか

らないが、その内に破滅することがわかっている相手と商取引するのは健全な商売人では

ない。日本は米国が経常赤字を完全する努力が明白になるまで、取引を縮小していかなけ

ればならない、と説明してきた。

経常収支赤字国は通常は、海外投資家が警戒して赤字国に資金を投入することは考えら

れないが、過去30年間の米国のように、経常赤字国でもなお、海外から投資受入れ状態が

維持される場合がある。

このような恵まれた環境にある医は、経常収支赤字から生ずる資金不足を補填するため

に 通常の国であれば必然となる外国や国際機関からの借入れ・膝を屈して外貨を借入れ

る義務から解放される。海外投資家が自ら進んで「貴国の企業に貸付けたいJ、「貴国の国

債を購入したい」などと申し出たのである。 過去30年にわたって持続した米国の巨額の経

常収支赤字の下で、なお、米国が東アジア通貨危機に見舞われたような悲惨な状態に陥ら

なかった理由はこれである。

但し、この恵まれた状況が何時までも続くという保証はない。しかるに、白書は「米国

経済の魅力が維持されれば、無期限に経常収支赤字を続けることができる」旨、述べてお

り、己の見方は間違いである。私は白書とは逆に、いかなる国と言えども、経常収支赤字

が持続する国は、やがては破綻に至るだろうと言い続けている。

07年夏に勃発したサブプライム・ローン問題と世界金融危機は、この米国の将来破綻が

今起とった現象かもしれない。少なくとも、その流れの一環として捕えている。仮に近い

将来、米国や世界が現在の金融危機から脱却することができたとしても、米国経常赤字の

改善が見られないならば、再び、米国経済危機と世界製剤危機が再発する危険があること
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もっとも、白書は「米国の綬常収支赤字の持続は可能だJと言いながら、直ぐに「国の

対外債務負担の数値」について言及していて、オーストラリアや英国の対外純債務状態に

ついて解説し、「何が過度の対外純債務を引き起こすのかについてはまったく分からないJ

(P.135)とも述べている。これは、白書自身、経常収支赤字の累積である対外債務超過に

ついて気掛かりなことを暗示している。

同項の後半の日記述については、極めて暖妹な表現であり、経済学論文としては乱雑

な記述である。

どこが乱暴な表現かと言えば、ここでは「資本流入」という言葉を使っていて、「純資本

流入Jという言葉を避けている点である。己の論文の重要な論点は「資本純流入」問題で

あって、「資本流入J問題ではない。乙こで敢えて、「資本流入Jという用語にすり替えて、

速読する読者に「米国は資本純流入を続けることができるJという誤解を与える心配があ

る。誤解を招く表現は論文としてはよろしくない。

米国だろうと、どの国だろうと、経常収支赤字・黒字に拘わらず、資本流入の継続は可

能だが、「純資本流入」を継続することは、実体経済活動からも経済理論上からも不可能で

ある。

Q3) 白書の記述の疑問点、ないし、間違いの13番目は、「結論J部分で述べている幾つかの結

論である (P.135~136)。

白書はこの結論部分で4点を指摘している。それは、

①米国は国内貯蓄務を上昇させるようにしなくてはならない、

② 中国とその他のアジア諸国は、内需拡大を促進する政策と改革によって、過剰貯蓄を

首IJi域すべきである。~~金融システムを改革し現代化しなくてはならない。管理された

為替相場制度はより完全に自由化さるべきである、

③ 日本、ドイツそLてそのほか幾つかの大国は、民間国内需要拡大を促進し、経済成長

実績を向上させることによって、過剰貯蓄の供給を削減すべきである。

④ 産油国は石油セクターの生産を拡大するためにつかわれるべきである。それは過剰貯

蓄を削減する効巣がある。

という提言である。

(私見)

私が思うに、これら 4つの結論は一部は間違いがあり、一部は間違いではないにしても

暖昧な表現を使って論理構成が成り立たず、一部は米国の悶訟を優先する倣慢な結論であ

る。



66 九州共立大学経済学部紀要

「①Jについては特に間違いはなく、当然の提言である。米国内貯蓄率を上昇させるとい

う意味は、現在実行している米国消費を縮減し、耐之生活・耐乏生産活動をすることであ

る。当然の提言である。

「②」については、問題ある結論である。中国などの貿易・経常黒字国が内需拡大をして

輸入増大・輸出縮減に動けば、確かに緩常収支黒字は減少して、その裏返しとして米国貿

易・経常赤字は縮減される可能性がある。

しかし、経常赤字国が内需拡大をすれば、米国の経常収支赤字が効果的な度合いで縮減

するかと言えば、到底、そうは思えない。

「金融システムを改革し現代化しなくてはならない。管理された為替相場制度はより完

全に自由化すれば、やがて、内需拡大をもたらす経済成長をもたらすだろうjという趣旨

を述べている。金融システムや為替相場制度なとは経済活動全体に大きな影響をもたらす

要素であって、単純に資本流出入の視点だけから検討する次元の問題ではない。

私は、金融自由化・国際化についてはかねてから疑問を皇してきた。金融自由化・資本

流出入を自由化した結果、東アジア通貨危機が勃発したのは冷厳な事実である。

今日進行中のサププライム・ローン問題に端を発した米国金融危機が一挙に世界に拡大

して世界同時大不況を引き起こしている最大の理由は、米国主導で進められてきた世界規

模の金融自由化である。

つまり、自由化・国際化白体に異存はないが、特に金融自由化・国際化には無制限に実

行するのではなく、健全な経済発展に貢献する範囲で徐々に・段階的に推進すべきである。

己れは私の持論であり、ここから私は日本版金融ビッグパンは延期、ないしは中止すべ

きだと主張してきた。この私の意見は日本中が、世界中が自由化・国際化の熱病がi流行す

る時代においては無視され、軽蔑されてきたが、米国発の世界規模の金融危機に直面して、

私の意見が間違いではなかったことが証明された。

そもそも、各国が内需拡大するかどうかは内政問題であり、外国がこれを強制すること

はできないし、仮に外国の内需が不十分な結果米国の経常赤字が拡大していると Lても、

それを口実に米国の経常赤字を是認することはできない。米国の倣慢な態度が窺い知れる

記述である。

「③」については、上の「②」で指摘した疑問と同じ疑問がある。

i(日本、ドイツなどは〕過剰貯蓄の供給を削減すべきであるJという記述は誤解を招く

危険な記述である。一般人はこれを読んで「月々の家計の貯蓄や企業の内部留保を削減し

ないと、日本の経常収支黒字が是正されない」と勘違いするおそれがある。

上で何度も述べたように、こ己でいう「貯蓄」とは国民所得理論で定義する「貯蓄jで

あって、月々の家計の貯蓄を意味していない。誤解を招く記述は白書として落第だ。
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「④jについては、産油国が対米投資に資金を向けるのではなく、圏内の石油産業拡充に

投資すれば、産油国だけでなく、石油輸入国側にとっても有益だという意味と解される。

一見、納得できる提言のように思われるが、乙の提言は「米国の純資本流入Jの存続可

能性や経常収支赤字の継続を可能にする提言ではない。

米国が経常赤字を続ける限り、米国は海外の資金の流入に依存するしかない。もし、産

油国が石油輸入で獲得した経常黒字の資金を米国などの海外に放出しなければ、米国への

資本流入は急収縮し、米国は超高金利やドノレの急落が発生し、あるいは、資金調達不足で

米国企業が経営破綻する恐れがある。

このように、米国経涛白書の提言は、 ISパランスプJ穏式の間違った解釈の上に立った経

済分析である。「経常赤字が持続可能」という間違った認識の上に立った間違った提言で

ある。加えて、一国政府の経済白書とは、純粋な経済論文ではなく、その匿の戦略・国主主

を体現・代弁する宣伝書である。

このような制約によって、 06年版米国経涜白書の「第6章」については、疑問の伺所、

問題の偲所が少なからず見られる。専門知識の乏しい庶民が無条件に白書を信じではなら

ないという警告を込めて、私がこの白書に対する批判論文をものした次第である。

4.基軸通貨屈だけが利用できる異例・不公平な処理方法

経済理論上は、際限のない巨額経常赤字・純資本流入を続ける限り、米国はやがては決済資

金不足に陥り、外貨準備も使い切って、経済破綻に至ることになる。それは、丁度、 97年に勃

発した東アジア通貨危機で、タイやインドネシアが陥った苦境である。

しかし、基軸通貨問(自国通貨が国際決済手段と Lて活用できる国)においては、非基軸通

貨国がたどる経済破綻を免れる特殊な方法があるように思われる。これについて、次に説明す

る。

仮に、外国資本が米国の将来を悲観して、今後の対米投資を中止したらどうなるか?

経済理論上は、絞済破綻に至るのだが、基軸通貨国である米国にすれば、不足するのは自国

通貨資金の米ドノレである。

故に、米政府や中央銀行(連邦準備銀行〕は、自国経済が破滅するかしないかの瀬戸際に立っ

たとき、何らかの手法を駆使して、自国通貨を破綻企業に供給することができるだろうと、私

は推測する。

中央銀行や米政府が、米国経済にとって死命を制するほどに重要な民間企業・金融機関が経

営破綻の瀬戸際に立たされたとき、特別の手法を使って、破綻の危機にある重要企業・金融機

関に無限の米ドルを供給するという手法である。

勿論、これは禁じ手であり、これをなせば、経済活動の大原則を破ることになり、市場経済
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原理を否定することになる。しかし、一国経済が破綻するか否かという瀬戸際になれば、敢え

て禁じ手を使って苦境を回避するという政治決断がなされないだろうか?禁じ手を採るか採ら

ないかは別にして、少なくとも、禁じ手をとるという選択肢が慕軸通貨国は保持していること

を認識することは重要だ。

別言すれば、米国民間企業の債務を米政府や中央銀行が肩代わりするのである。ある程度の

債務の肩代わりであれば、米国以外の非基軸通貨国においても、同様の手法を採ることが出来

るが、その金額には限度がある。外貨準備高の制限や対外借入れ可能性の範囲内に制限される。

東アジア通貨危機においては、タイ政府が己の限界にぶつかつて、民間企業救済を断念した。

日本は未だ、タイのような危機的状態には陥ったことがないが、タイも日本も救済金額には限

界があるという点では同じである。

ところが、基軸通貨闘においては、必要とされる不足資金は自国通貨だから、言わば、無限

に救済資金を獲得・創造できる。

当然ながら、米国が無限の救済資金を投入することができるとしても、それから生み出され

る経済困難からは免れることが出来ない。巨額の米ドルの放出でインフレに火をつける恐れが

あり、米政府は民間企業の不良債務を多額に抱えることになり、将来の増税などが発生する。

米ドノレの急落の恐れもある。

乙のような、種々の深刻な問題があるにしても、国内の重要企業が経営破綻して米国経済・

世界経済が混乱する問題と比較考議して、「民間企業救済の方が被る損害は小さい」と判断され

れば、巨額の救済資金を提供する方法を選択する可能性がある。

このような異例・異常な手法を使うだろうかを議論しても意味がない。蓑要なのは、選択肢

の中に異例な手法があるという事実である。乙の点については、現在、それほど注視されてい

ないので、私が問題提起する意味があると考える。

誤解の無いように一言付言すると、私は米国が重要食業・金融機関の破綻を政治力で妨止す

ることに全面的に反対するものではない。私は、かつての日本の平成不況(バブル破裂不況)

に伴う信用不安に対して、当時から「市場原理・経済原則に拘ってはならない。場合によって

は政府が全面的に救済すべきだ。金融不安を解消するためには国費を投入すべきだ」と主張し

てきた。

要は、事態の重要性の比較が大事だ。毒は飲んではならないが、死に至る病いから逃れるた

めには、人体に有害でも病気に効果的な毒を欽むのが1Eしい判断だ。毒はこの時は薬となる。

サフプライム・ローン問題から引き起こされた巨大な金融機関の経営危機に際し、米政府は

市場原理を無視して公的資金の投入を決定した。

この判断が正しかったか、間違っていたのかの客観的な評価を下すには、まだ時期が速過ぎ

るが、私は現時点で、己の判断は正しかったと評価している。
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米国経済が破綻すれば、米国に対する世界の評価は地に落ち、対米投資が停止するのみなら

ず、米国に投資されていた資本が海外に流出する恐れがある。そうなれば、世界経済が破綻す

るに至るだろうからである。

5.私の見解の骨子

私の「米国の純資本流入を縮減するための効果的な政策提言」は次の通りである。この私の提

言の中に白書が全く触れていない項目があるのは、白書の重大な見洛としと言わさるを得ない。

a)如何なる国も経常赤字を長期に続けることは出来ない。何故なら、経常赤字は広い意味

で対外債務であり、いつかは返済する義務を負うからである。

b)借金を返済できない者・国は支払い停止処分を受けて倒産し、国家であれば債務不履行

(default)を招く。

c)米国の慢性的な経常・貿易赤字の原因は野放図な輸入であり、経済原則を無視した翰入

である。

d)米国が慢性的な経常赤字を続けることを可能にする最大の原因は、米ド Jレが基軸通貨と

いう特権があるからである。しかし、基軸通貨と言えども、経常赤字は返済義務から免れ

ることが出来ない。

e) 30年にわたり米国が債務不履行に陥らない理由は、基軸通貨という信任と、米国の巨大

な資産・経済力から発生する海外投資家の信用、及び、強大な軍事力・政治力である。

f) ISバランス方程式は単なる恒等式であり、これもって、「貯蓄を減らせば緩常黒字が減

る」と解釈するのは間違いである。

日常用語で使う「貯蓄J、「投資」の意味で「貯蓄を削減すれば、経常黒字が減る」と解

釈すれば、それは完全な間違いである。

g) (上に述べた iaJに関連するが)経済原理や市場原理に従えば、貿易収支は(中長期的

には)均衡させなければならない。自由貿易論から貿易不均衡を是認することはできない。

h)経常赤字を継続する国はやがて経済破綻するから、正常な国・経済主体は破綻が予定さ

れる者との経済活動を縮小・停止しなければならない。そうしなければ、米国が破綻した

時、その破滅に巻き込まれることになるだろう。

i )米国が経常・貿易赤字を速やかに効果的に是正するためには、翰入を縮減することであ

る(輸出拡大は一朝一夕には実現できない)。それは米国の緊縮経済・耐乏生活を意味する

が、米国と世界から破滅を救うにはそれ以外に方法がない。

(付表)

・ i(表-21)米国と日本の経常収支・財政収支の推移 (1946年~)。
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税法原理VI

1. 1個人の尊厳」に基づく税法理論の一考察

(1) 1個人の尊厳」の意義と法体系上等のあり方について

①「個人の尊厳の保障Jの意義と租税のあり方について
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弓削忠史

基本的人権について，伊藤正己名誉教授が提起されているように，基本的人権は.1形式的に

法的保障があるからではなく，その実質において，それらが国家から恩恵として与えられたも

のではなく，人間という事実のみに基ついて，人が生まれながらにしてもっている権利であり，

すなわち生来の不可侵で不可譲の権利であるJ(1)と称されているように，慕本的人権は.1人間と

いう事実」に基ついて保障される「個人の尊厳の保障」であり，その確認を宣言するために，

日本国憲法は. 1すべて国民は，個人として尊重されるJ(憲法13条前段)等と規定している。

したがって，前記のように，最高法規である憲法の「本質」は「個人の尊厳の保障Jであり，

諸法規は，当然に「個人の尊厳の保障」を「内質Jすべきことになる。

そこで，最近. I)レボルタ ジュ」として. 1生活保護を受けいれたいのに受けられない(中

略・引用者)北九州市で，生活にあえぐ独居老人の叫びJ2)によると。

11苦労を積み重ねてきたあげく，この有り様です』

小さながま口から，うちわの上にばらばらと小銭が落ちた。

郵便ポスト型の貯金箱から取り出した小銭と合わせると手持ちの現金は. 319円。

八橋東区の古びた平屋であり独り，年金生活を送る女性 (79)は，丸めたティッシュで目を

押えた。

食事は『小さなパックのかつお節を 2固に分けてご飯にかけるだけ。己れに大根おろしがあ

ればいい方』という。米びつを見ると，底をつきかけていた。

『銭湯に行っても月に l度。家で携帯用ガスコンロで湯わかし体をふいているJ(中略・引用

者)女性は. 1自殺を図ろうと右手首を切ったことがある』と明かしていた。 10針縫った跡は

生々しかった。(中絡・引用者)そんな晩年を送る人々に，行政は手を差し伸べられないのかJOl
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との問いかけは，結局は，税の使途のあり方の問題であるが，その「本質jは「個人の尊厳の

保障Jの問題に帰結することになる。

したがって，租税のあり方について，以前，学説上. ，r租税』又は F租税法』の意義は，租

税法学の研究対象を定めるために欠かせない(中略・引用者)この点に関して，租税の使途面

を含めて租税概念を構成すべきであるとする主張が北野教授(現在名誉教授・引用者)により

強力になされている。(中略・引用者)北野教授(現在名誉教授)の目指しておられる財政法学

の研究の必要性は，私も認めるが，そのことは，必然的に租税概念の拡大や租税法学の研究対

象の拡大として挺えられなければならないことを意味するものではないJ'''c称されているが，

現実の「格差社会J等の現象を考えると，前記学説の北野弘久名誉教授に対する「租税の使途

面のあり方についての.，租税概念の拡大」叩論の批判は，極めて形而上的な租税概念論と評すこ

とができる。

そこで，最近，北野弘久名誉教授の基調的な論文によると. ，日本国憲法は，一口に言えば

「平和・福祉』の憲法である。日本国憲法は，無条件的に，無原則的に人々の納税義務を規定

しているのではない。人々は，租税の使用の仕方の憲法適合的な『法律』と租税の徴収の仕方

の憲法適合的な「法律Jに碁ついてのみ，納税義務を負うのである」加と称された上で. ，人々

は白分達の納付した租税J'

使用される乙とを前提にして，かっ，その限度で，憲法の規定するところ(憲法13. 14. 29条

等〕に従って，つまり.r応能負担原則.1(principle of ability to pay lax)の『法の支配』

(rule of law)に従つてのみ，納税義務を負うという権利が保障されているj<B)と称される租税

のあり方が，現代の「格差社会Jに基づく「生存権」等のあり方に対応できる，基調的な法理

と考えるが，私見は，儲越であるが，その北野弘久名誉教授の「平和・福祉本位Jに基っく

「応能負担jの法理の前提として，憲法の「本質Jである「個人の尊厳の保障」に基づく租税

理論を展開する己とによって. ，個々の人間自体Jの多様性の観点から. ，租税」の使途のあり

方を捉えることになり，前記の「ノレポノレタージュjの事例の問題は.，個人の尊厳の保障」の観

点から，直ちに「行政」等は対応すべきものと考える。したがって，まずは.，個人の尊厳の保

障Jの法体系上等のあり方を提起したい。

②「個人の尊厳の保障」の法体系上等のあり方について

最高規範としての憲法の「本質Jは.r間人の尊厳の保障」であり，当然に，憲法の「本質」

である「個人の尊厳の保障」は，税法等に「内質」すべきことになる。

ところが，純粋法学者として高名なケノレゼン (HansKelsen)は.，国家作用は法創設作用 z

段階的に進行する規範定立過程である。(中略・引用者)この段階構造は.自己運動における法

秩序の統一を基礎づける根本規範に終止している。根本規範は，まず第ーに，法を創設する機

関を設定することによって，法論理的意味における憲法を成す。そして，そのようにして創定
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された立法者が，立法自体を規制する規定を定立することによって一次の段階として一実定法

的意味における憲法が成立する」ωと称される「根本規範論」等の影響故えなのか，わが国では，

根本規範等の法理に基ついて. I個人の尊厳の保障Jのあり方が提起されている。

基調的な所説によると.I根本規範は，憲法が下伎の法令の根拠となり，その内容を規律する

のと同じように，憲法の根拠となり，また，その内容を規律するものである。(中略・引用者)

われわれは，憲法の内部において，根本規範と他の憲法規範という段階構造の存在を認めるこ

とができる。そして，後者は前者によって，根拠づけられ，規律されているのである。ところ

で，具体的に，日本国憲法における根本規範の内雰として，どのようなものが考えられるか。

国民主権主義，基本的人権尊重主義および永久平和主義の三つの原理がそれに該当するもので

あろう。そして，さらにこれらの原理の根底にある原理として.r個人の尊厳』という原理が考

えられるj<IOlCか. I自然権を実定化した，、権規定は，憲法の中核を構成する『根本規範』であ

り，この根本規範を支える核心的価値が人格不可侵の原則〔個人の尊厳の原理)である」山と称

されている。しかし. I個人の尊厳の保障」について. I国民主権主義，基本的人権尊重主義，

および永久平和主義の三つの原理J'凶の「根底にある原理として.r個人の尊厳Jという原理Jl3l

とか.I根本規範を支える核心的価値が人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)J(14)となる「個人

の尊厳の原理」は，いかなる意味を有するのであろうか。

私見は，前記所説の「根底にある原理として.r個人の尊厳Jという原理」叩とか.I根本規範

を支える核心的価値が人格不可侵の原則〔個人の尊厳の原理)J""等のあり方の形而上化等の克

服ム新たな「法体系」を確立するために，憲法の「本質jは.I人間という事実のみに基つ、い

て，人が生まれながらにしてもっている権利J"りである「個人の尊厳の保障J'聞として捉えるこ

とによって，その「下位規範Jの諸法規等に「個人の尊厳の保障」を「内質」すべきものと考

える。したがって，その前提として，その「個人の尊厳の保障」の「本質jを確認し宣言する

ために，憲法は「国民は，すべての基本的人権の享有を妨げられないJ(憲法11条).Iすべての

悶民は個人として尊重されるJ(憲法13条)等と規定した上で，その基本的人権は. I侵すこと

のできない永久の権利J(憲法11条・同97条)と規定している。

それ故に，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障Jを「法の支配J09Jの観点から.I税法J

の「法形態Jの「あるべきJ当為 (Sollen)性に「内質」すべきことになる。

③「理念」に基づく「個人の尊厳」論について

そこで，法哲学者の井上達夫教授が.I近代人権思想の基礎をなすのは，個の尊厳の理念であ

るJ'叩と称された上で. I人権の尊重が何を嬰求し，何を禁止するかについて，単純で確定的な

解答を与えるものではないJ2Dと称されるのは，極めて形而上約な「理念」の「枠内」で「個の

尊厳」を捉えられているが，だが. I個の尊厳jの「理念Jは，その「あるべき」当為性に，

「個々の人間自体Jを「内質」しないと，同教授が「個の尊厳」の意義として. I人権を真剣に
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うけとめようとする人々に，何に対して懐疑と批判の姿勢を保持すべきか，何を特別な正当化

なしに受容しではならないかを，教えている」聞と称されるのは，結局は. 1個の尊厳Jを「抽

象的命題自体J'却として形而上化するものと考える。しかし，私見は，前記のように，憲法の

「本質jたる「個人の尊厳の保障」は.1個々の人間自体」に基づいているのであるから，それ

は，正に法の「本質Jであり，それに関する諸々の問題は，基本的に「手段」として位置づけ

るべきことになる。

ところが，従来型の基本的な租税理論等は，憲法の「本質」を強く意図されないのか，その

「手段性Jで，その基本的な潤題に対処している傾向となっている。それが，国民の同意論等

に基づく民主主義租税観でないのだろうか。

そこで，まず，それに関する基本的な潤題点を検討した上で.1税法の原則」等の基本的な問

題点を検討したい。

④民主主義組税観等の基本的な問題について

租税の根拠について，金子宏名誉教授は. 1日本国憲法第30条は.r国民は，法律の定めると

ころにより，納税の義務を負う』と規定する。(中絡・号l用者)乙の規定は，おそらく，利益説

と義務説のいずれかに一方的に偏するものではなく，両者を止揚する意味で民主主義穏税観を

表明したものであると理解すべきであろう。(中路・引用者)特に，日本国憲法においては，国

民主権の考え方のもとに，国家が提供すべき公共サービスの内容や再分配の程度は，国民の意

思を反映しつつ，民主的な立法過程z 政策形式過程を通じて決定されているJWと，その根拠の

問題を「民主主義的穏税観」で体系的に克服される基調的な所説であるが，しかし，憲法の「本

質」である「伺人の尊厳の保鐙」を租税の根拠に「内質」しないと，利益説と義務説の「両者

を止揚する意味」仰の「民主主義的租税観」聞は，手段で「目的」たる「個人の尊厳の保障」の

文脈となる「財産権等の保障」のあり方を決定することになり，結局は，戦前のドイツの法治

主義国家(叩観の問題に帰結することになる。そして.1民主主義的租税観jは，憲法の「本質」を

前提にしないと，時には，形式的な多数決論を許容することになる。

また，最近の消費税の問題に関して，三木一義教授は.1憲法は，私たちに所有権を保障して

いるJ(Zo)と称された上で. 1財産の一部を税として提供する自由もあるのであり，税としてどこ

まで国家に提供するかを私たちは自分たちの代表者を選出して議会で決定しているのである。

税負担は私たちの同意に基っく財産の提供に過ぎないのであり，国家という共同体の役割lに対

する私たちの共同体の役割に対する私たちの評価がそこに反映しているのであるJ'印と称され

ているのは，確かに許容すべきことになるが，しかし，時には，議会制民主主義の基に形式的

な多数決主義に帰結した場合に，いかなる法理で克服されるのであろうか。

正に，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障」を，その「私たちの河意J聞による民主主

義のあり方に「内質」しないと，単に「立法上Jの次元で. i消費税」の問題が許容されること
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になる。そして，その消費税の問題を極めて抽象的な「国家という共同体の役割JjJ''''論で許容さ

れることになると，老婆心であるが，何か「全体主義的jな法理と桔似することになり，それ

は. I個々の人間自体」基づく「個人の尊厳の保障」と拾抗する乙とになる。

したがって，租税の問題は，単に「民主主義的租税観J等の合意論で決定できるものでなく，

その前提として，憲法の「本質jである「個人の尊厳の保障」の問題を前提(内質)に展開し

ないと. I手段」となる民主主義論で. I個々の人間自体」に基づく「個人の尊厳の保障」のあ

り方が，意図も簡単に多数決論で決定されることになる。換言すると，憲法の「本質」が，多

数決論の基で「立法論的」に決定されることになり，時には，ドイツの法治主義国家仰の問題

に帰結することになる。

(2) I個人の尊厳」に基づく「税法の原則」について

①正義論等に基づく税法の原則について

税法の原則に関する，従来型の基調的な所説によると.I現行穏税の基礎原則又は基本理念は，

乙れを外形的・形式的な面と内容的・実質的な面の双方から考察することができる」闘と称さ

れているが. Lかし，そ乙には，積極的に憲法上の観点から.I税法の原NJjJを捉えられていな

い故にか，前記所説は.I租税法の解釈は，究極的には，租税正義の実現に仕えるものでなけれ

ばならない。ここでいう租税正義というのは.m税全体を貫く租税法の慕本理念(中略・引用

者)租税法の基本原則といってもよいJ~~) と. I租税全体を貫く租税法の基礎原則」闘を「租税正

義」聞と称されている。

だが，その「正義」の概念は. I抽象的」故に. I正義という言葉は常に一義的に用いられて

いるわけではない」聞ので，その「正義」の概念の意味は定かではなく. Iはるかに多元的諸要

因を考慮するJBlことになり，結局は. I誰が正義とか不正義とか判別することができるであろ

うか」聞が問われることになる。

ところが.I正義概念Jを「本質的Jな観点から明確にされるのか，法哲学者の所説によると，

「一般の用語法においても正義という概念はかなり多義的に用いられているが，それらすべて

を考慮しでも，私は，法の理念が正義の観念だけによって充分適切に総括され得るものとは思

われない。けれどもそれが法理念の中核的要素を指し示すものであることも百定できないJ附

(傍点・引用者)と，正義の概念のあり方を「法理念の中核的要素JW
)と称されるのは，極めて

形而上約な「正義」の「本質論」であり，そこが「正義論」に「内質Jする普遍的な病理現象

と考える。

それ故に，田中二郎博士が.I租税法の基本理念は，形式の面と実質の函とを相互に調整しつ

つ，これらを総合したところに成り立つJ'叫と称されているのは，その「形式の面と実質の面J'叫

を「総合J'叫する観点から，結局は. I租税の基本理念」仰を基に. I税法の原則j の「祖税法律

主義」と「租税公平主義」等は，形而上化し相対化することになる。
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そこで，金子宏名誉教授によると， ，租税法の全体を支配する基本原則としては，租税法律主

義と租税公平主義の二つをあけーることができるJmlと称された上で， ，租税法律主義は，近代法

治主義の，租税の賦課・徴収の面における現われである。法治主義とは，権力分立を前提とし

て，公権力の行使を法律の根拠に基づいてのみ認め，それによって国民の『自由と財産』を保

障する乙とを目的とする政治原理ないし憲法原理であるJ'的と称されているのは，憲法上の観

点を問題lこされた上で， ，税法の原則Jを体系化される傾聴すべき所説であるが.しかし，それ

は「権力分立を前提jとした上での「国民の『自由と財産Jを保障するj問所説であることから，

「税法の原HリJの憲法上の観点は， ，消極的jな観点となるものと考える。

そして， ，法治主義Jについて，国民の「自由と財産を保障することを目的とする政治原理な

いし憲法眼理J'叫と称されているが，しかし，その国民の「自由と財産j聞は，単に「政治原理

ないし憲法原理j聞ではなく，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障Jに基っく実体法上の

問題に帰結すると考える。

と乙ろが，北野弘久名誉教授は，税法のあり方について，憲法上の問題を強く意図されてい

ることから， ，憲法 u納税者基本権J(taxpayer's fundamental rights)というものを構築し

なければならない。納税者基本権というのは，租税の徴収面と使途面に関する『納税者』に固

有の基本権である。これは，さまざまな権利の集合概念であって，納税者に関する白自権も社

会権等も含まれるJ聞と， ，納税者基本権Jの観点から， ，租税jのあり方を「租税の徴収面と使

途面」について提起されているのは，極めて傾聴すべき新たな租税観であり，それは，正に，

「租税の使途面を射程にいれた『租税』法律主義論」悶)と評する己とができる。そして、「その

展開としてたとえば租税の使途面にも『法の支配J(rule of law)が保障されねばならないJ5j)

と称されるのは，信越であるが，私見の憲法の「本質」たる「個人の尊厳の保障」を「内質J

する「法の支配」に基づく租税観に符合するものと考える。

②「租税法律主義」と「租税公平主義jの関係について

北野弘久名誉教授の「先行研究jによると， ，租税法律主義の具体的内容」“"を「形式的内容

と実質的内容とのこつに分けて構成」附された tで，その「租税法律主義の呉体的内容を構成す

る『実質的内容』として」附， ，法の下の平等の原則JJ聞と「最低生活保障の原則との二つを抽出

するのである」聞と称されているのは，正に「租税負担公平原則は租税立法法上尊重されるべき

重要な原理であり，また実定税法秩序に内在し，または内在すべき重要な原理でもある」聞と称

されることなる。

確かに，同名誉教授の「先行研究」で提起されているように， ，国民の自由及び権利の保障に

関する多くの憲法の鏡定の中で」刷， ，r実質的内容』を構成するにあたって問題としなければな

らないのは，その第14条と第25条の二つの規定J'的であり，この「憲法の二つの規定こそ，結論

的にいって租税法律主義に新しい特色を与え，その具体的内容を構成する」附ことになり，そし
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て，同名誉教授は，その「三つの原則が『実質的内容」を構成することによって，租税法律主

義に新しい機能を与える。それは単なる自由権保障の意義をもつばかりでなく，積極的権利保

障の意義をもつに至るJ'同と称されているのは，現代の「格差社会」等の基本的な問題に対処す

る税法観であり，それは従来の「税法の原則」の「租税法律主義の原則」と「租税公平負担の

原則Jの「形而 tイむと「相対化」を克服する傾聴すべき法理であるが，私見は，憲法の「本

質Jである「個人の尊厳の保障Jを税法に 11与質」することによって.1税法の原則J等が憲法

上の観点から体系化されることになり，憲法の「本質Jである「個人の尊厳の保障」に基っく

「法の支配Jの観点から「租税法律主義Jが確立されることになる。そして.1租税公平主義Jの

観点ふ憲法の「本質jである「個人の尊厳の保障」の観点から「公平」の問題が提起できる

ことになる。

それ故に，増田良啓教授は. 1税法の原則」の文脈上の問題について. 1水平的公平の概念、の

使用は次の意味で望みをつげたい。まず『等しい者を等しく扱え』という命題は窓意的な取扱

いを明確に拒否しており(中路・引用者H等しい者を等しく』という定式は，それ自身として

普通的な倫理を内夜させているように思われるJ65lと称されているが，憲法の「本質jたる「個

人の尊厳の保障jの観点から.1公平」のあり方を問題にしないと，その「等しい者を等しく」仰

の定式は，結局は.1形式的平等観」に帰結することになり，基本的人権の歴史観に括抗するこ

とになる。

したがって.1租税法律主義の原則」と「租税公平負担の原則Jは，憲法の「本質jたる「個

人の尊厳の保障」を「内質Jしないと，結局は，それらの原則は.1形而上化」し「相対化Jす

ることになる。

(劫 「疑わしきは納税者の利益に」のあり方について

①「疑わLきは納税者の利益lこJと「要件事実」について

金子宏名誉教授の基調的な所説によると.Ir疑わしきは被告人の利益に』という命題は，刑

事法の解釈に関する原理ではなく，犯罪構成要何事実の認定に関する原理であって，犯罪構成

要件に該当する事実の存否を判定しがたい場合には，その事実は存在しないと認定すべきこと

意味する(中路・引用者)同じことは，課税要件事実の認定についても妥当すると考えてよい。

しかし，意味内容が不分明で見解が分かれている規定がある場合に，その意味内容を明らかに

することこそ，法の解釈の作用であり，法を適用する者の任務で、あって，規定の意味内容が不

分明で疑わしい場合であるという理由で解釈を中止するのは，その義務を放棄することにほか

ならない。その意味で.1"疑わLきは納税者の利誌に」という命題は，課税要件事実の認定につ

いては妥当するが，租税法の解釈原理としては成り立たないJ'仰と称されるのは，制定法主義に

基づく法治主義国家を前提にすると，一応は許容すべき乙とになるが，しかし. 1税法の解釈J

と「課税要件事実Jの問題を単純にほ分できるのであろうか。つまり.1課税要件事実Jは，単
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なる「事実」ではなく. ，課税要件法定主義」の「要件Jのあり方と類型的な観点から相関し，

その要件が解釈上において不明確であれば，その対象となる「要件事実Jの確定が法の予測性

の観点から定かでなく，当然に「疑わしき納税者の利益Iこj の問題が提起されることになる。

②「疑わしきは納税者の利益に」と「要件明確主義」について

そこで，金子宏名誉教授は.，税法の解釈Jと「疑わしきは納税者の利益lこJの関係、を無視で

きないためにか.，もし，租税法上許される解釈方法を用いてもなおその法的意味を把握できな

いような規定がある場合は.(中略・ヨ|用者)課税要件明確主義に反し無効である(したがって，

結局，適用されないことになる).と解すれば十分である」聞と称されているが，そうすると，

前記所説の前提である，r疑わしきは納税者の利益に』という命題は，課税要件事実の認定につ

いては妥当するが，租税の解釈原理としては成り立たないj附と称されているのと矛盾するこ

とになる。

ところが，宮谷俊胤教授は，金子宏名誉教授の所説を支持されるためにか. ，r疑わしきは課

税せず』の命題は，課税要件事実の認定について成り立つが，税法解釈の原理ではないとし，

税法上認められる解釈方法によってもなおその法的意味内容を把擦できないような規定は課税

要件明確主義に反して無効であるから，適用されえないとの見解もある。しかし，税法の解釈

は，税法の基本原則の一つである租税法律主義の原則(乙の原則の内容の一つが課税要件明確

主義である)に立脚して解釈すべきである(すなわち.法律の内容から逸脱しないように解釈

すべきである)から，この見解は，表現方法に相違はあるが，その思考の基礎においては，税

法の解釈原理として「疑わしきは課税せず」の命題を是認する見解と結果的には同一になるで

あろうJ<，Olと称されているが，しかし. ，諜税要件事実」と租税法律主義の文脈である「課税要

件」の問題を関係吉せないで.，租税法律主義の原則(この原則の内容の一つが課税要件明確主

義である)に立脚して解釈すべきJ聞ことを前提に，金子宏名誉教授の見解は. ，表現方法に相

違はあるが，その思考の基礎においては，税法の解釈原理として『疑わしきは課税せず』の命

題を是認する見解と結果的には同一になるであろう」と称されているのは，いかなる理由であ

ろうか，宮谷俊胤教授の「疑わLきは課税せず」の基本的な争点となっている「思考の基礎Jm
の体系的なあり方の，極めて基礎的な思考性が関われることになる。換言すると. ，税法の解

釈Jの問題となる「課税要件Jと関係させないで.，疑わしきは課税せず」の命題は，いかなる

理由で「その思考の基礎においては(中略・引用者)結果的に同一」叩になるのであろうか。

(4) 結論として

最後に，拙稿は，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障」に基づく「法の支配」の観点

から，税法等の基本的な問題点を検討することによって，微力ながら，新たな租税理論の再構

築の一端を提起している。
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もちろん，そのことは，従来裂の基本的な法体系である「法段階構造J(憲法→法律→命令等)

を前提として展開しているが，それは，単に，その「法段階構造」を「形式的J，または，根本

規範論を基に「仮定的」に展開するのではなく，憲法の「本質」を「内質」することによって，そ

の「法段階構造」の「内容」が， I個人の尊厳の保障」の観点から普通化することになる。

したがって，憲法学者の高橋和之教綬が， I法段階構造」の観点から， IJ:位規範の『執行」

は，下依規範との関係ではその根拠をなす，つまり， j量権を行う『法定位』であり法創造を含

意するのであるJ'叩(傍点・引用者)と称される，法定位の「法創造J""I;i， I個人の尊厳の保障」

の「枠内Jで許容すべきことになる。

それ故に，私見は，憲法の「本質Jである「個人の尊厳の保障J(7Ii)に基っく「法の支配jの観

点から，従来型の税法等のあり方の一端を再構築している。
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2. 申告納税制度に基づく重加算税の基本的な問題点

(t) 問題提起

わが国の重加算税について，基調的な学説によると， I重加算の賦課は非常に重く処罰的色彩

が強いJDとか， I重加算税の税率は高額であり，納税者にとって打撃は大きい」的等と評価され

ている。

しかしながら，借越であるが，最高裁判決及び基調的な諸学説等を検討するに，国税通貝IJ法

等に基づく重加算税等の基本的な問題のあり方を，憲法の「本質的」な観点から再考する法理

は提起されているのであろうか。

そこで，私見は，憲法の「本質jに基っく「法の支配」の観点から，結論的であるが，加算

税制度の意義である「申告納税制度」等のあり方を前提に，国税通則法等の課税要件，特に，

国税通則法68条 1項の重要な課税要件である「隠ベい」及び「仮装」概念等のあり方の基本的

な問題点を検討することにLたい。

したがって，私見の憲法の「本質」に碁づく税法のあり方を「要約的」に提起し，それを背

景にして，国税通則法等に基づく重加算税の基本的な問題点を検討することにしたい。

ω 憲法の「本質」である「個人の尊厳jのあり方について

①伊藤正己名誉教授が提起されているように，基本的人権は， I形式的には法的保障があるか

らではなく，その実質において，それらが国家から思恵として与えられたものではなく，人間

という事実のみに基ついて，人が生まれながらにしてもっている権利であり，すなわち生来の

不可侵で不可譲の権利であるJOlと称されているように，基本的人権は， I個々の人間という事

実」に基づいて保障される「個人の尊厳の保障」であり，その確認を宣言するために，日本国

憲法は， Iすべての国民は，個人とし尊重されるJ(憲法13条前段)等と規定している。

それ故に，最高i法規である憲法の「本質Jは， I個人の尊厳の保障」であり，諸法規は，下位

規範と Lて， I個人の尊厳の保障」を「内質」すべきことになる。

したがって.そのことは，当然に憲法の「本質Jである「個人の尊厳の保障Jは，税法等の

諸現象に「内質Jすべき己とになる。

②そこで，純粋法学者として高名なケノレゼン (HansKelsen)は， I国家作用は法創設作用z

段階的に進行する規範定立過程である。(中路・引用者〕己の段階構造は，自己運動における法

秩序の統ーを基礎づける根本規範に終止している。根本規範は，まず第ーに，法を創設する機

関を設定することによって，法論理的意味における憲法を成す。そして，そのようにして創定

された立法者が，立法自体を規制する規定を定立することによって， 次の段階として 実定

法的意味における憲法が成立するJWと称される「根本規範論」等の影響故なのか，わが国では，

根本規範等の法理に基づいて， I個人の尊厳の保障Jのあり方が提起されている。
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基調的な所説によると.I根本規範は，憲法が下位の法令の根拠となり，その内容を規律する

のと同じように，憲法の根拠となり，また，その内容を規律するものである。(中略・引用者)

われわれは，憲法の内部において，根本規範と他の憲法規範という段階構造の存在を認めるこ

とができる。そして，後者は前者によって，根拠つ、けられ，規律されているのである。ところ

で，具体的に，日本国憲法における根本規範の内容として，どのようなものが考えられるか。

国民主権主義，基本的人権尊重主義および永久平和主義の三つの原理がそれに該当するもので

あろう。そして，さらにこれらの原理の根底にある原理として.r個人の尊厳Jという原理が考

えられるJ5lとか. I自然権を実定化した人権規定は，憲法の中核を構成する『根本規範Jであ

り，この根本規範を支える核心的価値が人格の不可侵の原則(個人の尊厳の原理)であるJ6>と

称されている。

しかし.I個人の尊厳の保障」について，国民主権主義，基本的人権尊重主義，および永久平

和主義の三つの原理」ο)の「根底にある原震として.r偲人の尊厳Jという原理J8lとか.I根本規

範を支える核心的価値が人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)J仰と称される「個人の尊厳の

原理」は，いかなる意味を有するのであろうか。

③そこで，私見は前記所説の「根底にある原理として. r個人の尊厳』という原理」とか，

「根本規範を支える核心的価値が人格不可侵の原理(個人の尊厳の原理)J等のあり方の形而上

化等の問題の克服と，憲法の「本質」に基っく，新たな「法体系」を構築するために，日本国

憲法の「本質」は，具体的な「伺々」の「人間という事実のみに基ついて，人が生まれながら

にしてもっている権利J'叫である「個人の尊厳の保樟Jとして捉えることによって，その「下位

規範」の諸法規に「個人の尊厳の保障Jを「内質」する法理の「本質Jとして「個人の尊厳の

保障J(1!)を位置づけるべきものと考える。

Lたがって，その「個人の尊厳の保障」を確認し宣言するために，憲法は「国民は，すべて

の基本的人権の享有を妨げられないJ(憲法11条). Iすべての国民は個人として尊重される」

(憲法13条)等と規定した上で，その基本的人権は. I侵すことのできない永久の権利J(憲法

11条・河97条)と規定している。

それ故に，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障jを「法の支配」の観点から. I税法J

の「法形態」の「あるべき」当為 (Sollen)性に「内質jすべきことになる。

そこで， ~宮越であるが，その法思を前提に，加算税の意義である「申告納税制度J の根拠と

なる「民主主義納税制度」等の基本的な問題を検討しないと，加算税等の蒸本的な問題点は是

正できず，結局は，その制度は既存化することになる。

Lたがって，前記のように，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障」を前提・内質する

ことによって，加算税・特に重加算税の基本的な問題点を検討したい。
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(日) 加算税等の意義等のあり方について

①田中二郎博士は，加算税等のあり方を体系的な観点から， I行政法規においては，その定め

る義務の不履行ないし義務違反に対して，一定の制裁を科することができるものとすることに

よって，当該法規の実効性を保障するとともに，義務者に心理上の圧迫を加え，間接的に，義

務の履行を確保しようとするのが通例である。

租税法上，かような目的のために科される制裁には，ここでいう制裁税と租税罰の両者があ

る。ここで制裁税というのは，租税法上の義務の不履行に対l，一種の行政上り制裁(中路・

引用者)として，税の形式で課されるものを総称し，これに対l，ここで租税罰というのは，

租税法上の義務違反に対l，一般統治権に基ついて科される制裁を総称する。これら両者は，

その性質を異にするが，前述のように共通の目的を有する制裁であるから，これらに関する法

を一括して租税処罰法と呼ぶ乙とにする。J12lと称されていることは，極めて傾聴すべき所説で

あるが，しかし，加算税と関係する「制裁税」と「遺脱犯Jと関係する「程税罰Jを「共通の

目的を有する制裁J'同として位置づけながら，今度は， Iこれら両者は，その性質を異にするJ(14)

との観点から，制裁税と租税罰を区別されているのは，その「性質」のあり方を異体的に明確

にしないと，加算税と連脱犯の意義の形成のあり方が関われることになり，結局は，憲法39条

の「二重処罰の禁止」の問題に帰結することになる。

そこで，河博士は， I重加算税と租税刑笥の併科Jについて，最高裁昭和33年 4月30日大法廷

判決を意図された上で， I重加算税は，その制裁的意義は否定できないにしても，脱税者の不正

行為の反社会性ないし反道徳性に着目し，これに対する制裁として科する刑事罰と異なり，課

税要件事実を隠蔽又は仮装して申告(納付)義務を正しく履行しなかったという事実があれば，

正当な理由がない限り，課される JI
Slと称されても，その「脱税者の不正行為の反社会性ないし

反道徳性に着目 l，これに対する制裁として科する刑事罰J06lの意味を具体的に明確されない

と，結局，それは，形而上的な観点に基づく重加算税と租税刑罰の併科論に帰結することにな

る。

②そこで，金子宏名誉教授は，申告納税制度と加算税等のあり方を明確にするために「加算

税は，申告納税制度および徴収納付制度(中略・引用者)の定着と発見を図るため，申告義務

および徴収納付義務が適正に履行されない場合に課古れる附帯税である(税遜条以下。)申告納

税制度がわが国で一般的に採用されたのは，戦後のことであるが，それは民主的程税制度の一

環として重要な意味をもっている。また，徴収納付制度は，租税の徴収を確保するために必要

な制度である。そこで，申告義務および徴収納付義務の違反に対して特別の経済的負担を課す

ることによって，それらの義務の履行の確保を図り，ひいては乙れらの制度の定着を促進しよ

うとしたが，加算税の制度であるJ(l1)と称された上で， I重加算税」について， I納付すべき税額

の計算の基礎となる事実の全部または一部について隠ぺいまたは仮装があり，過少申告・無申

告または不納付がその隠ぺいまたは仮装に基っ一いている場合は，過少申告加算税・無申告加算
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税または不納付加算税の代わりに，重加算税と呼ばれる特別に重い負担が課されまたは徴収さ

れる(中略・引用者)

重加算税は，納税者が隠ぺい・仮装という不正手段を用いた場合に，これに特別に震い負担

を課することによって，申告の納税制度および源泉徴収の基盤が失われるのを防止することを

目的とするものであるJ叩ム同名誉教授は， I民主的租税制度の一環J'叫として， I申告納税制

度と源泉徴収制度Jの「定着と発展Jと，その「基盤が失われるのを防止することを目的とす

る」ことを「加算税制度Jの趣旨とされていることは，正に「民主納税制度」に基づく「申告

納税制度」の意義を遂行するための法理として，極めて傾聴すべき所説であるが Lかし，そ

の前提として，憲法の「本質Jである「個人の尊厳の保障」の文脈たる「財産権等の保障」を「内

質」した上で， I民主主義的税制度Jに基づく「申告納税制度」等の意義を展開しないと，結局

は，租税法律主義に基づく「課税要件Jを軽視することになる。

③そこで，その典型事例の最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決は， I過少申告をした納税

者が，その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい

し，又は仮装し，その隠ベいL，又は仮装したところに基っき納税申告書を提出していたとき

は，その納税者に対して重加算税を課することとされている(国税通則法68条 p貢)0(中略・

引用者)。

したがって，重加算税を課するためには，納税者のした過少申告行為そのものが隠ベい，仮

装lこ当たるというだけでは足りず，過少申告行為そのものとは別に，隠ぺい，仮装と評価すべ

き行為が存在し，これに合わせた過少申告がされたことを要するものである」仰と，当該条項の

基本的な文理形態に従いながら，今度は， I重加算税制度の趣旨にかんがみれば，架空名義の利

用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく，納

税者が，当初から所得を過少に申告することを意図し，その意図を外部からもうかがい得る特

段の行動をした上，その意図に基づく過少申告をしたような場合には，重加算税の前記賦課要

件がI渇されるものと解すべきであるJ(2I)と，前記の当該条項の基本的な文理形態の「枠」を超え

た解釈を半IJ示Lているのは.重加算税制度の趣旨の前提として，憲法の「本質」である「個人

の尊厳の保障Jを，当該制度に「内質Jしない故と考える。

特に，申告納税制度の根拠となる「民主主義論」の方法は，結局は，多数決論に帰結するこ

とになるので，時には，その形式的・多数決論に帰結する己とになるので，憲法の「本質jを

「申告納税制度Jに「内質Jした上で展開しないと，現実の重加算制度の基本的な問題の是正

はできないものと考える。

④そこで，学説上， I形式的・多数決主義的な民主主義観においては，既存の制度枠組みの中

で，多数による決定が行われるかどうかだけに関心があり，その決定に至るまでの過程はまっ

たく問われない。そこには，民意の国政への返映をいかに実質化するかといった視点は存在せ

ず，ある特定の政治制度と政治的文脈の中で与えられたく数〉を絶対視し，決定時点での民意
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がどこにあるかを考慮せずして，多数決が強行される。そして，いったん多数決強行される。

そして，いったん多数決による『決定』さえなされてしまえば，あとはその『民主的決定』を

楯に，有無を言わさぬ『決定』への服従が求められることになるJmlと称されるように，民主主

義論は，特に形式的・多数決主義に陥いり，既存の制度を過度に保全することになる。

したがって，森山文昭弁護士(教授)が， I重加算税の税率は高額であり，納税者にとって打

撃は大きい。租税法律主義の立場からは，条文の文言を離れ，安易に適用範囲を拡げるような

解釈をすべきでないJ(23)と称されても，民主主義制度の一環としての申告納税制度の保全のた

めに，結局は，既存の加算制度を許容することになる。

そこで，その問題を是正するためには，前記のように，憲法の「本質Jである「個人の尊厳

の保障」の文脈の「財産権等の保障Jを「内質jする「法の支配」の観点から，重加算制度の

あり方が関われることになる。

したがって，当然に，国税通則法等に基づく重加算税は「謙抑性jの観点から「客観的」な

課税要件に基づ‘いて厳格に解釈すべきものと考える。

そこで，箔越であるが，私見の法理を前提にして，基本的な最高裁判決及びそれに関する学

説等のあり方を検討したい。

(心 最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決のあり方について

①最高裁平成6年11月22日第三日小法廷判決は， IAは，単に真実に所得金額よりも少ない所

得金額を記載した確定申告書であることを認識しながらこれを提出したいというのにとどまら

ず，本件各確定申告時点において，自己申告のため当時帳簿の備付け等につきこれを義務付け

る税法上備付け等につきこれを義務付ける税法上の規定がなく，真実の所得金額を隠ぺいしよ

うという確定的な意図の下に，必要に応じ事後的にも隠ベいのための具体的工作を行うことも

予定しつつ，前記会計帳簿類から明らかに算出し得る所得金額の大部分を脱漏し，所得金額を

殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが明らかである。したがって，本件

確定申告は，単なる過少申告行為にとどまるのではなく.国税通則法68条 1項にいう税額等の

計算の基礎となる所得の存在を一部隠ぺいし，その隠ベいLたところに基づき納税申告書を提

出した場合に当たるというべきである(最高裁昭和46年(あ)， 1901号同48年3月初日第三小法

廷判決・刑集27巻 2号138頁参照)JWとやl示していることが，国税通則i法第68条 1項の「第65条

1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(中路・引用者)において，納税者がその国税

の課税標等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，

その隠ぺいし，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは事実の全部一部

を穏ぺいし.又は仮装し，その隠ぺいし，又は仮装したと己ろに基づき納税申告書を提出して

いたときは， (中路・引用者)重加算税を課する」と規定する重要な「諜税要件jとなる， I過

少申告Jと「偲べい，又は仮装」行為との関係及び，その行為と，それに「基つ‘きJ納税申告
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書を提出したことの関係等に基づく法解釈のあり方等が問題となってくる。

②そこで，拙稿は，当該条項の「隠ぺい，又は仮装」等に関する概念を中心に検討する乙と

にしたいが，その前提として，三木義一教授の「重加算税の成立要件は国税通別法68条によれ

ば， r納税者がその課税標準又は仮装したところに基づき納税申告書を提出』したり， rその隠

ぺいし，又は仮装したところに基っき納税申告書を法定申告期限までに提出しない』場合に諜

せられる行政上の制裁である。したがって，乙の要件を素直に解せば，申告書の提出や不提出

とは別個の『隠ぺい，仮装』行為が存在し，それに基づき提出等がなされたことが必要となろ

う」四との指摘は，当該条項の文理形態上の観点、から，確かに，葉加算税が成立するためには，

まず，過少申告加算税が課される場合を前提に，申告前に隠ぺい，又は仮装の行為が存在し，

そして，その降、ぺいし，又は仮装行為と申告の間に因果関係が存在しなければならないが，最

高裁平成6年11月22日第三小法廷判決は，当該条項の文原形態の重要な要件の一部を適用する

ことで，つまり，当該条項の「隠ぺいj概念等を基に， I会計帳簿類から明らかに算出し，得る

所得金額の大部分を脱漏L，所得金額を殊更過少申告行為にとどまるものではなく，国税通則

68条 1項にいう税額等の計算の基礎となるべき所得の存在を一部隠ベいL，その隠ぺいしたと

とろに基づき納税申告書を提出した場合に当たるというべきである(中路・引用者)。

そうすると，乙れと呉なり，本件各申告行為が殊更の過少申告に当らす¥国税通則法68条 1

項に定める要件を満たされないとした原判決には，同条項の解釈適用を誤った違法があるもの

といわなければならずJ"のとわj示していることは，もちろん，一定の原由が有るにしても，当該

条項の「実体法上jの「枠」を超えた法解釈と評することができる。

(5) I隠ぺい，又は仮装」概念等の基本的な問題点

①それが，特に問題となるのは，国税通則法68条 1項の「隠ぺい，又は仮装Jの概念のあり

方の問題となるが，前記最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決の「最高裁判所判例解説j に

よると， I真実の所得金額を隠ぺいする意図で，殊更過少の所得金額を記載して申告書を提出し

た場合，記載しなかった所得金額を隠ぺい，秘匿した結果となる金額を申告したものであるか

ら，前記の意図に基づく行為が全体として『降、ベい』に当たると解されるならば， r隠ぺいした

と乙ろに基っき』納税申告書を提出していたときに当たるということもでき，因果関係を別問

題とする必要はなL、。

さらに， r税額等の計算の基礎となる事実Jとは，税額控除項目等税額計算に特有の事実を指

すと Lたり(中路・引用者)， r基礎となるべき事実』は，裸の事実を指すという見解もある

(中略・引用者)が，文言上そのように限定して解すべき理由はなく，課税標準そのものを隠

ぺい又は仮装した場合に，税額の計算の碁礎となるべき事実を隠ぺい，又は仮装したというと

とは十分可能であるJ聞と，国税通WJ法68条 l項の「文理形態Jを「隠ぺい，又は仮装J概念で

包括化されることは，憲法の「本質」である「個人の尊厳の保障」の文脈の「財産権等の保障」
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に慕づく「組税法律主義」の観点に桔抗することになる。

正に，そのことは，前記最高裁平成6年11月22日第三小i法廷判決が.I本件各確定申告は，単

なる過少申告行為にとどまるものではなく，国税通則法68条にいう税額等の計算の基礎となる

べき所得の存在を一部隠ベい L. その隠ぺいしたところに基づき約税申告書を提出した場合に

当たるというべきであるJ21lと判示しているのを，基本的に写像した「最高裁判所判例解説Jと

評することができる。その基本的な問題点は，結局，前記国税通則法68条 1項の「隠ぺい，又

は仮装」概念のあり方に帰結するが，品川芳宣教授は.I不申告行為やつまみ申告行為あるいは

虚偽申告行為等が隠ぺい又は仮装行為と認定し得るか否かについては，国税通則法68条の文言

にのみ拘泥すべきでなく，同条の立法趣旨，所得税法上の記帳義務制度等を考慮し，それらの

行為の前後における事実関係を総合して『隠ぺい・仮装J行為であることを推認して判断され

るべきであろうJ'mc.I隠ベい又は仮装行為と認定しえるか否かJ'叫lこ関して. I国税通則法68

の文言にのみ拘泥すべきでなくJ'叩と称された上で. I行為の前後における事実関係を総合して

『隠ぺい・仮装』行為であることを推認して判断されるJ31lと称されているのは.1Eに「租税法

律主義」の意義のあり方，それは，特に当該条項の「隠ベい・又は仮装」の「課税要件」のあ

り方が問われることになり，結局は，その「法概念jの定義のあり方の問題に帰結することに

なる。

②そこで，その問題を意図されたのか. I国税通則法則法精解jによると. I隠ぺい，仮装」

のあり方について.I事実の降、ベいは，二重帳簿の作成，売上除外，架空仕入若しくは架空経費

の計上，たな卸資産の一部除外によるものをその典型的なものとする。事実の仮装は，取引上

の他人名義の使用，慮偽答弁等をその典型的なものとする(中略・引用者)。いずれも，行為が

客観的にみて降、ベい又は仮装と判断されるのであればたり，納税者の故意の立証まで要求して

いるものではないJ'日と. I事実の隠ぺい」及び「事実の仮装」を「行為が客観的にみて隠ぺい

又は仮装と判断されるj仰と称されるのは，その「隠ベい」及び「仮装」のあり方を「文理的」に

明確化する意図と評価できる。

ところが，加算税等に関する基調的な所説である金子宏名誉教授は.I事実の隠ぺいとは，売

上除外，証拠書類の廃棄等，課税要件に該当する事実の全部または一部をかくすこと」削と称さ

れるのは，その「課税要件事実」のあり方を規範的な観点から実体上の「枠Jで「客観的」に

明確にしなければ，その「事実」論は，ほとんど「降、ベい」の「課税要件」に該当することに

なる。

したがって，その「事実」に碁づく「偲べいJ論は，実体法上の「枠Jのない裸の課税要件

の問題に帰結することになる。換言すると，その「事実」に基づく「隠ぺいJ概念は，実体法

上の「枠」の定でない，あらゆる事象を対象化する不確定概念的となり，それは.U[ちに憲法

の「本質」の文脈となる「財産権等を保障」を「内質Jする租税法律主義に詰抗することにな

るが，前記最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決は，結局. I隠ぺい」概念を基lこ. I本件各
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確定申告は，単なる過少申告行為にとどまるものではなく，国税通則法68条 1項にいう税額等

の計算の基礎となるべき所得の存在J'叩を，正に一括化するように，その「所得の存在を一部隠

ぺいし，その隠ぺいしたところに基っき納税申告書を提出した場合に当るべきであるJ'拍と判

示していることは，結局，当該条項の「隠ぺい」概念のあり方の問題の帰結の事例ではないの

だろうか。

(日) 不確定概念と「隠ぺいJ等のあり方について

①藤曲武美税理士は， ，不確定概念とは，租税法に使用されている抽象的，多義的な概念をい

う(中略・引用者)r不当に減少，1(所法157ほか)， r不相当に高額，1(法34①， 36)， r正当な理

由J(過法65④ほか)， (中路・引用者)なとが典型的であるJmと称された上で，不確定概念、の

特徴として， ，抽象的J，社会通念JI多義性J<mを提起されている。そして， ，税法で使われてい

る文言の多義性や不確定性だけに着目すれば，種々の場合が考えられる。(中路・引用者)重加

算税の『隠ぺい，又は仮装しj(適法68①)などのようにその文言自体に納税者等の内心にかか

わる乙とが含まれている場合は，適用に当たって不磯定化しやすいj<oillと称されている。

確かに，前記に提起される，f不当に減少J(所法157ほか)， r不相当に高額j(法34①， 36) 

rJE当な理由，1(通法的④ほか)J(j))は，極めて「抽象的Jな概念であることから，その概念自体

の意味を明確にしないで適用すれば，直ちに「法の予想性」の観点から租税法律主義に反する

ことになる。正に「典型的」な不確定概念である。

そこで，特に問題となっている酒税通則法65条 4項の「正当な理由Jは，極めて抽象的な概

念であることから.その概念自体を明確にしない限り，租税法律主義に括抗することになる。

仮に「多義性」を内包していたとしても，その「正当な理由」は，極めて i抽象的j な概念で

あるので，その「多義性」は，法の予測性に桔抗することになる。

それ故に，最高裁平成18年 4月25日第三小法廷判決は，国税通則法65条4項にいう「正当な

理由Jについて， I真に納税者の責めにi請することのできない客観的な事情があり，過少申告加

算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合

に当るJ4D場合と定義化しているが，しかし，その定義の重要な要素である， ，真jとか， ，客観

的Jとか， ，不当」の意味は， ，一義的jでないことから， ，正当な理由」の不確定概念、性を克服

するに至つてないのは，結局，その「正当な理由Jが，極めて「抽象的」な概念、故にと考えられる。

②ところが，国税通則法68条 l項の「隠ぺい」等の概念は，確かに多義性の概念であるが，

前記の典型的な不確定の概念と異なり，その概念自体は抽象的でない故に.絞りをかけなくて，

当該条項の「隠ぺい」を「一般命題Jとして， ，客体Jとなる具体的な事実に対して，直ちに適

用できる概念であり，その概念の捉え方によっては，前記最高裁平成6年11月22日第三小法廷

判決で検討したように，当該条項の「隠ぺいJのあり方は，他の「課税要件」の問題に対処・

包括化する概念であるので，その実体法上の「枠jを明確化しないと，品川芳宣教授が，国税
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通知l法68条について，総括的に提起されているところの， I不申告行為やつまみ申告行為あるい

は虚偽申告行為等が隠ベい又は仮装行為と認定し得るか否かについては，国税通則法68条の文

言にのみ拘泥すべきでなく.同条の立法趣旨，所得税法上の記帳義務制度等を考慮し，それら

の行為の前後における事実関係を総合して『隠ぺい・仮装』行為であることを推認して判断さ

れるべきであろうJ'的と称される潤題に帰結することになる。そうすると，国税通貝司法68条 1

項の「隠ぺい」概念は，一義的でない「多義的jな概念であるが，結果的には「抽象概念」と

同様な機能性を内旬することになる。

げ) 最高裁平成7年 4月28日第二小法廷判決のあり方について

①そ乙で，最高裁平成7年 4月28日第二小i法廷判は，国税通刑法68条1項の基本的な「文理

形態」を，一応は意図されたのか， I過少申告をした納税者が，その国税の課税標準又は税額等

の計算の基礎となる事実の全部又は一部その納税者に対して重加算税を課することとされてい

る(国税逮)¥IJ68条 l項)。この重加算税の制度は，納税者が過少申告をするについて隠ぺい，仮

装という不正手段を用いていた場合に，過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科すること

によって，悪質な納税義務違反の発生を防止し，もって申告納税制度による適正な徴税の実現

を確保しようとするものである。

したがって，重加算税を課するためには，納税者のした過少申告行為そのものが降、ベい，仮

装に当たるというだけでは足りず，過少申告行為そのものとは別に，隠ぺい，仮装と評価すべ

き行為が存在L，これに合わせた過少申告がされたことを要するものである」附と判示してい

るのは，当該条項を租税法律主義の観点から解釈しているようだが，しかし，当該最高裁判決

は， I原審がその前提として適法に確定した事実関係JWを基に，つまり， I上告人は，顧問税理

士や証券会社の担当者から注意を受けていたので，株式等の売買による所得があった場合の課

税要件を十分に知っており，また(中略・引用者)売買による所得の額について，昭和60年が

2，000万ないし3，000万円，同61年が1億くらい，同62年が 1億円余りと認識していた。 Lかし，

上告人は，前記売買による所得を雑所得として申告し，納税するつもりが，その計算すらして

いなかった。そして，上告人は，前記年分の確定申告書の作成を顧問税理士に依頼した際に，

その都度，上告人が株式等の売買をしていることを知っていた同税理士から，株式の取引によ

る所得について質問を受け，資料の提示を求められたにもかかわらず，確定的な脱税の意思に

基づいて，同税理士に対し，課税要件を満たす所得はない旨を答え， f由の所得に関する資料を

交付しながら，株式等の取引に関する資料を全く示さなかったJ'川ことを基に， I重加算税制度

の趣旨にかんがみれば，架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必

要であると解するのは相当でなく，納税者が，当初から所得を過少に申告する乙とを意図し，

その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたよ，その意図に基づく過少申告をしたよ

うな場合には，重加算税の前記要併が満たされるものと解すべきであるJ(HJと判示しているこ
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とは，確かに o I申告納税制度」の意義等の観点においては，一応は許容できるが，だが，当該

条項に基づく「客観的」な法のあり方に結抗することになる。したがって，そのことから，当

該最高裁判決が，敢えて，重加算税の望書件を「過少申告をした納税者が，その国税の課税標準

等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装Loその隠ぺ

いし，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは，その納税者に対して重

加算税を課することとされている(国税通則法68条 l項)J'"宮中j示している己とと，符合する

のであろうか，結局は，憲法の「本質」である「偲人の尊厳の保障」に基っく「法の支配」の

観点から形成される「租税法律主義Jの問題に帰結するのではないのだろうか。

したがって，北野弘久名誉教授が.1現行の重加算税の課税要件は単に「事実の隠ぺい・仮装J

となっていてきわめて不明確である。 i法律において課税行為を類裂化Lo各類担ごとに課税要

件規定を明確に規定・撃備する」聞と称されることに帰結することになる。

(8) おわりに

前記のように，拙稿は，主に国税通則法に基づく「重加算税J等のあり方の基本的な問題点

を，最高裁判決及び学説等を基に検討してきたが，結局は，その基本的な問題のあり方は，憲

法の「本質」を前提・内質しないと，立法論的に，または解釈論的に解決しないことを提起し

ている。
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